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１ 評価対象法人の概要 

（１） 法人名等 公立大学法人山形県立保健医療大学  理事長 前田 邦彦（平成28年４月１日就任） 

  山形県山形市上柳260番地 

（２） 設立年月日 平成21年４月１日 

（３） 設立団体 山形県 

（４） 出資金の総額 2,941,881,000円 （令和２年４月１日時点） 

（５） 中期計画の期間 平成27年度から令和２年度まで（６年間） 

（６） 目的及び業務   

 ア 目 的   

 地方独立行政法人法に基づき、大学を設置し、及び管理することにより、幅広い教養と豊かな知識と技術を持ち、専門職としての理

念に基づき行動できる人材を育成するとともに、地域に開かれた大学として保健医療に関する教育、研究の成果を地域に還元し、もっ

て県民の健康及び福祉の向上に寄与することを目的とする。 

 イ 業 務 

（ア） 大学を設置し、これを運営すること。 

（イ） 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 

（ウ） 法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動を行

うこと。 

（エ） 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。 

（オ） 大学における教育研究の成果の普及及び活用を通じ、地域社会に貢献すること。 

（カ） 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

２ 評価の実施根拠法 

   地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第78条の２第１項 

３ 評価の対象 

   令和２年度における公立大学法人山形県立保健医療大学の年度計画に対する実績の状況 

    ※年度計画・・・中期計画に基づき、当該年度における業務運営に関する計画を定めたもの 
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４ 評価の趣旨及び評価者 

（１） 評価の趣旨 

 地方独立行政法人法の規定に基づき、公立大学法人山形県立保健医療大学が、個性と特色のある大学運営を行い、学生にとって

魅力ある大学としてその存在価値を高めていくため、教育の質の向上や業務の効率化等について自主的・継続的な見直し及び改善を

促すことを目的に山形県公立大学法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）が業務の実績評価を行う。 

（２） 評価委員会  

氏  名 役  職  等 

委員長 出 口   毅 国立大学法人山形大学理事（兼）副学長 

委員長代理 中 條 明 夫 一般社団法人山形県医師会副会長 

委   員 上 野 義 之 国立大学法人山形大学医学部長 

委   員 佐 藤 まり子 元山形県立荒砥高等学校校長 

委   員 澤 邉 みさ子 東北公益文科大学公益学部教授 

委   員 武 田 靖 子 株式会社ジョイン専務取締役 

委   員 矢 口   瞳 医療法人社団小白川至誠堂病院管理栄養士 
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５ 評価基準 

山形県公立大学法人事業年度評価実施要領 

第１ 趣旨 

地方独立行政法人法第 78 条の２第１項の規定に基づき山形県公立大学法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）が行う公立大学法人

（以下「法人」という。）の各事業年度における業務の実績に関する評価（以下「事業年度評価」という。）を適切に行うため、評価の実施に関し必要

な事項を定める。 

第２ 評価の基本的な考え方 

１ 法人が適正かつ効率的に運営されるよう、法人の業務運営の改善・向上に資する観点から評価を行うものとする。 

２ 法人の業務が自主的・効果的に実施されるよう、より魅力ある大学とするための特色ある取組や工夫に対し積極的に評価を行うものとする。 

３ 法人運営の透明性の確保に資するよう、法人の中期目標・中期計画達成に向けた取組の成果や進捗状況を明確に示すものとする。 

第３ 事業年度評価の実施方法 

評価委員会は、法人による自己評価を踏まえ「項目別評価」及び「全体評価」による評価を行う。 

１ 法人による自己評価 

法人は、業務実績報告書において、当該事業年度の業務の実績に基づき次の方法により自己評価を行う。 

（１）小項目別評価 

法人は、年度計画の記載事項（小項目）ごとに、当該事業年度における業務の実績を明らかにするとともに、中期計画の第２から第６までの項

目についてその実施状況を次の４段階により自己評価を行う。 

なお、実績が年度計画で定めた目標に達していない場合は、その理由及び次年度以降の見通しを併せて報告する。 

Ｓ：年度計画を上回って実施している。 

Ａ：年度計画を十分に実施している。 

Ｂ：年度計画を十分には実施していない。 

Ｃ：年度計画を実施していない。 

（２）大項目別評価 

法人は、小項目別評価の結果を踏まえ、中期計画の第２から第６までの大項目ごとに、当該事業年度における中期計画の進捗状況について、

記述式により自己評価を行う。 

（３）その他の実績 

中期計画の第７以降に対応する事項については業務の実績を記載することとし、業務の実績と年度計画で定めた内容に乖離がある場合はそ

の理由を併せて記載する。 
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（４）全体評価 

法人は、大項目別評価の結果を踏まえ、当該事業年度における業務実績の全体について、記述式により総合的な自己評価を行う。 

２ 評価委員会による評価 

（１）調査・分析 

評価委員会は、法人から提出された業務実績の報告を基に、法人から聴取等を行うことにより、業務の実績について調査・分析を行い、年度

計画の記載事項ごとに自己評価や計画設定の妥当性を含めて、総合的に検証する。法人による自己評価と評価委員会の判断が異なる場合は、

その理由等を示す。 

（２）項目別評価（大項目別評価） 

評価委員会は、調査・分析の結果を踏まえ、中期計画の第２から第６までの項目ごとに、中期目標・中期計画の達成に向けた業務の進捗状

況の５段階評価を行うとともに、その評価理由を明らかにする。 

５：中期目標・中期計画の達成に向けて特筆すべき進捗状況にある。 

４：中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる。 

３：中期目標・中期計画の達成に向けておおむね順調に進んでいる。 

２：中期目標・中期計画の達成のためにはやや遅れている。 

１：中期目標・中期計画の達成のためには重大な改善事項がある。 

なお、第２の大学の教育研究等の質の向上に関する事項については、その特性に配慮し、専門的な観点からの評価は行わず、事業の外形的

な進捗状況の評価を行う。 

【評価の目安】 

５段階評価を行うにあたっては、次の基準を目安として法人を取り巻く諸事情を勘案し総合的に判断する。 

「５」と評価する場合 

・小項目別評価がすべてＳ又はＡであり、かつ、中期目標・中期計画の達成に向けて特筆すべき進捗状況にあると評価委員会が特に認め

る場合 

「４」と評価する場合 

・小項目別評価がすべてＳ又はＡの場合 

「３」と評価する場合 

・小項目別評価におけるＳ又はＡの割合が９割以上の場合 

「２」と評価する場合 

・小項目別評価におけるＳ又はＡの割合が９割に満たない場合 
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「１」と評価する場合 

・中期目標・中期計画の達成のためには重大な改善事項があると評価委員会が特に認める場合 

（３）全体評価 

評価委員会は、項目別評価の結果を踏まえ、当該事業年度における業務実績の全体について、記述式により総合的な評価を行う。 

また、必要がある場合は、法人に対する業務運営の改善その他の勧告事項を記載する。 

第４ 評価結果の公表 

評価の結果は、法人への通知及び設立団体の長への報告を行なうとともに、県のホームページへの掲載により公表する。 

第５ その他 

この要領に定めるもののほか、評価の実施に関して必要な事項は、評価委員会が別に定める。 
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６ 評価結果 

（１） 全体評価 

（２） 業務運営の改善その他勧告事項 

 全体として、年度計画に定めた実施項目は着実に実施されている。 

 小項目別評価については、今回評価した小項目 115 項目中、年度計画を上回っている（Ｓ評価）項目が５項目（4.3％）、年度

計画を十分に実施している（Ａ評価）項目が 110 項目（95.7％）と、すべての項目でＳ評価もしくはＡ評価となっており、一定

の成果が得られている。（年度計画を十分には実施していない（Ｂ評価）項目及び年度計画を実施していない（Ｃ評価）項目は、

ともに０項目である。） 

大学の教育研究等の質の向上については、キャリア支援セミナーの開催など、学生の県内医療機関・施設に対する理解や県内

就職への意識付けにつながる取組が行われている点や、コロナ禍においても学生の学びの機会が失われることのないよう、ICT

を活用した授業環境の整備を迅速に行った点などが評価できる。 

また、研究に関しては、これまで倫理審査の対象を教員や大学院生の研究に限定していたが、審査の対象を学部生の卒業研究

に拡大し、大学全体として研究における倫理意識を向上させた点や、審査方法を改善し、審査を効率化した点が評価できる。

業務運営の改善及び効率化については、各種委員会に外部有識者を登用し、大学運営の透明性の確保に努めており、年度計画

に定める取組が十分に実施されているものと評価できる。

その他の業務運営については、大学独自の感染防止の取組を盛り込んだ学内行動等ガイドラインや感染症対策10か条等を作成

するなど、大学を挙げて感染防止対策を実施した点が評価できる。 

他に、財務内容の改善、自己点検、評価及び情報の提供についても、年度計画に定める取組が着実に実施されている。 

今後とも、実績・評価に関しては、取組の成果を具体的に明示し、県民にわかりやすいものになるよう努めていただきたい。 

  特に改善勧告を要する事項はない。 
特に改善勧告を要する事項はない。
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（３） 項目別評価（大項目別評価） 

第２ 
大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき

措置
評価 ４ 

中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでい

る。 

（評価理由等） 

 教育、研究、地域貢献の各項目について、学生支援の充実に関しては、県内の医療機関、福祉・介護施設等による就職説明会「キャ

リア支援セミナー」を開催し、県内の医療機関等に対する理解や県内就職への意識付けにつながる取組を継続して行い、県内出身学生

の県内就職率が全学科全体で79.1％と大きく前年度（67.1％）を上回る結果となった点が評価できる。 

また、教育環境の整備に関連し、コロナ禍においても学生の学びの機会が失われることのないよう、ICTを活用した授業環境の整備

を加速し、５月中旬から遠隔授業を開始している点や、学生の確保に関連し、大学として初の試みとなるウェブオープンキャンパスを

実施し、令和３年度学部入学者選別試験の出願者数が前年度比77人（出願者総数：367人）と、過去５年で最も多い志願者数を達成し

た点が評価できる。 

 研究実施体制の整備に関して、これまでは倫理審査の対象を教員や大学院生の研究に限定していたが、審査の対象を学部生の卒業研

究に拡大し、大学全体として研究における倫理意識を向上させた点や審査方法について、事前に各委員の意見を集約し、申請者に事前

告知する方式を取り入れ、審査を効率化した点が評価できる。 

教育研究成果の地域への還元に関しては、コロナ禍のため例年一般県民向けに行っている健康と福祉をテーマにした公開講座を、誌 

上開催となったものの、希望者に冊子を配付したほか、県が健康・医療・介護予防に関する様々な情報を広く県民に発信し、県民一人 

ひとりの健康意識の向上を通じて「健康長寿日本一」の実現を目指すことを目的とした「やまがた健康フェア2020＠コミュニティ健康 

ガイドブック」の作成に協力するなど、県民への学びの機会の提供に取り組んでいる点が評価できる。また、地域への優秀な人材の輩出

に関しては、県内の医療機関等に対する認知・理解を高めるため、リモートも活用しながら地元医療福祉を強化した臨地実習を実施した

ほか、大学と小規模病院の相互交流事業や、１年生対象の「地元論」の講義において、卒業生を講師に招き、地元保健医療の魅力を伝え

る取組などを実施した点が評価できる。 

その他、国際交流に関する小項目別評価も含めてすべてＡ以上であり、年度計画に達しているものと認められることから、全体とし 

て順調に進んでいると評価する。 

小項目評価集計表（第２） 

評  価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 計 

個  数 3 75 ０ ０ 78 

構成割合 3.8％ 96.2％ 0.0％ 0.0％ 100.0％ 
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第３ 
業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措

置
評価 ４ 

中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでい

る。 

（評価理由等） 

 運営体制の改善について、経営審議会委員及び教育研究審議会委員に外部有識者を登用し、第三者の意見を取り入れることで、大学 

運営の透明性の確保に努めている。 

 その他、教育研究組織の改善や人事の適正化、事務等の効率化・合理化に関する小項目別評価も含めてすべてＡであり、年度計画の 

目標に達しているものと認められることから、全体として順調に進んでいると評価する。 
→ 

小項目評価集計表（第３） 

評  価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 計 

個  数 0 8 0 0 8 

構成割合 0.0％ 100.0% 0.0％ 0.0％ 100.0％ 

第４ 
財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

評価 ４ 
中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでい

る。 

（評価理由等） 

 経費の効率化について、学内会議等において法人の決算状況や予算動向を説明しつつ、職員のコスト意識を喚起した点や、各室の使用

状況に応じて、空調設備の運転スケジュールの見直しを行うとともに、LED 照明に適宜切り替えるなど、エネルギー消費量の削減に取り

組んだ点が評価できる。 

その他、自己収入の確保や資産の運用管理の改善に関する小項目別評価も含めてすべてＡであり、年度計画の目標に達しているものと

認められることから、全体として順調に進んでいると評価する。 

小項目評価集計表（第４） 

評  価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 計 

個  数 0 8 0 0 8 

構成割合 0.0％ 100.0% 0.0％ 0.0％ 100.0％ 
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第５ 
自己点検、評価及び情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき

措置
評価 ４ 

中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでい

る。 

（評価理由等） 

評価の充実について、令和２年度前期授業で実施した遠隔授業や感染防止対策を講じた対面授業に係る課題等を明らかにするため、学

生及び教員にアンケートを前期と後期に実施しており、教育研究活動の充実を図っていると評価できる。 

情報公開の推進については、ウェブオープンキャンパスの実施（再掲）のほか、ウェブサイトやTwitter等で新規事業・授業内容・学

生生活・学生の活躍・研究成果等について、積極的に情報発信を行った点が評価できる。 

その他の小項目別評価も含めてすべてＡ以上であり、年度計画の目標に達しているものと認められることから、全体として順調に進ん

でいると評価する。 

※主な意見 

学生対象のアンケートについて、前期は8割の学生が回答していますが、後期は回収率4割と差がとても大きいようです。回収率が低ければ、 

的確な評価や問題点の把握につながらないため、回収率を上げる取組が必要と感じます。（連番96） 

小項目評価集計表（第５） 

評  価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 計 

個  数 1 9 0 0 10 

構成割合 10.0％ 90.0% 0.0％ 0.0％ 100.0％ 

第６ 
その他の業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置

評価 ４ 
中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでい

る。 

（評価理由等） 

その他の業務運営については、大学独自の感染防止の取組を盛り込んだ学内行動等ガイドラインや感染症対策 10 か条等を作成するな

ど、大学を挙げて感染防止対策を実施した点が評価できる。 

その他、人権及び法令遵守に関する小項目別評価も含めてすべてＡ以上であり、年度計画の目標に達しているものと認められること

から、全体として順調に進んでいると評価する。 

小項目評価集計表（第６） 

評  価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 計 

個  数 １ 10 0 0 11 

構成割合 9.1％ 90.9% 0.0％ 0.0％ 100.0％ 
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公立大学法人 山形県立保健医療大学

令和２年度 実績に関する評価

（項目別評価シート）
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番

①　学部教育

個々の学生の学力に応じた修学指導
を行うため、学生の成績情報（ＧＰ
Ａ）等を引き続き整備し、教員に提供
する。

　令和元年度後期の成績情報（ＧＰ
Ａ）等を盛り込んだ「学生教育情
報」を５月に整備し、学内教員に配
付した。
　令和２年度前期の成績を反映した
ものについては、12月に整備し、学
内教員に配付した。
　なお、この「学生教育情報」に
は、名簿作成当初（Ｈ30）から、よ
りきめ細かな修学指導に資すること
を目的に、学期ごとの成績平均（Ｇ
ＰＡ）に加え、通年及び入学後累積
の成績平均点も掲載している。

Ａ

学生の成績情報（Ｇ
ＰＡ）等を引き続き整
備し、教員に提供した
か。

Ａ 1

ディプロマ・ポリシーを踏まえた上
で、各科目の到達目標を設定したシラ
バスを作成する。
　また、カリキュラムマップやカリ
キュラムツリーを活用し、ディプロ
マ・ポリシーとカリキュラムとの整合
性を確保するとともに、継続的な検証
を行う。

　遠隔授業となったことによる、シ
ラバス修正版を作成するとともに、
科目ごとに到達度の評価を行い到達
不足の場合の方策を検討した。対面
でなければならない内容のものを後
半に移動するなど講義の順序を入れ
替えたり、遠隔授業を効果的に用い
て講義を行った結果、例年通り目標
を達成できた。
　学科に対して、ディプロマ・ポリ
シーとカリキュラムとの整合性の検
証を求めた。看護学科は、新教育課
程見直しに合わせて、作業中であ
る。理学・作業療法学科は、現在の
整合性を確保できていることを確認
した。

Ａ

ディプロマ・ポリ
シーを踏まえた上で、
各科目の到達目標を設
定したシラバスを作成
したか。また、新型コ
ロナウイルスによる影
響を考慮し、科目ごと
の到達不足の場合の方
策を検討したか。
　また、カリキュラム
マップやカリキュラム
ツリーを活用し、ディ
プロマ・ポリシーとカ
リキュラムとの整合性
を確保するとともに、
継続的な検証を行った
か。

Ａ 2

第２　大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

１　教育に関する目標を達成するための措置

（１）　教育の内容及び成果

幅広い教養及び専門的知識・技術の修得と、研究能力や課題解決能力を総合的に身につけ、地域において、連携・協働の視点に立ち保健・医療・福祉の向上に貢献できる優れた人材を育成
するため、教育課程や教育方法等、教育に関する諸分野における計画を着実に実行する。

中期計画

ア　教育目標を達成するためにカリ
キュラムの検証を継続的に行うととも
に、課題解決型高度医療人材養成プロ
グラム採択事業及び指定規則改正並び
に大学教育改革の動向にあわせた最新
のカリキュラム編成を行う。
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

　「地元医療福祉を強化した」看護教
育の構築に向け、教育科目を体系的に
俯瞰・検討する。
　また、令和３年度申請が予定されて
いる保健師助産師看護師学校養成所の
指定規則改正に向けた、教育目標、
ディプロマ・ポリシー、カリキュラ
ム・ポリシー等の検討に当たり、講
義・演習・実習科目に、地元のニーズ
や社会資源、環境を踏まえた看護や多
職種連携に関する内容の強化を図ると
ともに小規模病院等での実習を推進す
る方策を検討する。

　地元ナース関連科目を含む現行カ
リキュラムの科目について、新しい
看護学科ディプロマ・ポリシーとの
照合、担当科目と他の領域との調整
事項等の検討を行った。

Ａ

保健師助産師看護師
学校養成所の指定規則
改正に向けた、教育目
標、ディプロマ・ポリ
シー、カリキュラム・
ポリシー等の検討に当
たり、講義・演習・実
習科目に、地元のニー
ズや社会資源、環境を
踏まえた看護や多職種
連携に関する内容の強
化を図るとともに、小
規模病院等での実習を
推進する方策を検討し
たか。

Ａ 3

- 13 -



令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

　１年生で受講する「保健医療論」と
３年生で受講する「チーム医療論」と
の連携を強化し、チーム医療教育の充
実を図る。また、実習の効果を高める
ため、事前の「事例検討」を行う。

「保健医療論」及び「チーム医療
論」の両方の授業を担当する教員間
で、数回打ち合わせを実施し授業間
の連携を図った。また、｢チーム医
療論｣では事例検討（グループワー
ク及び発表）を実施した。前期に
は、入院中の事例を、後期には在宅
で生活する事例を３学科合同で検討
した。レポートから、職種間の連
携、患者医療者間の連携についての
理解は目標達成できていることが確
認できた。

Ａ

　チーム医療教育の充
実を図ったか。
　事例検討は、実習に
おける実践能力の向上
を図る目的で実習前に
取り組んだか。
　多職種間の連携につ
いて理解を深めること
ができたか。

Ａ 4

　卒業研究を発表するポスター発表会
において、他学科の教員からも意見や
指導を受けることにより職域を超えた
知見や気付きを得るため、すべての教
員に参加を促すともに、学生間の相互
学習の視点から、院生及び学生の参加
を働きかける。

各学科の卒業ポスター発表会につ
いて、他学科の教員からも意見や指
導を受けることにより職域を超えた
知見や気付きを得るため、３学科と
も学内の教員と学生に周知したが、
学内には感染対策の点から例年より
限定的に案内した。看護学科は、３
年生と４年生126名、専任教員養成
講習会受講者14名、実習病院等から
９名、理学療法学科は、２年生～４
年生60名、作業療法学科は２年生～
４年生約50名が参加した。感染対策
の点から、発表形式を限定的にせざ
るを得なかったが、３学科とも研究
成果を分かりやすく発表し、聴衆と
の意見交換を行うことができた。

Ａ

　各学科の卒業ポス
ター発表会について、
全ての教員と院生及び
学生への周知を働きか
けたか。

Ａ 5

イ　本学の特徴である「チーム医療」
教育、「感染症及び医療安全」教育、
卒業研究指導、国際的視野を涵養する
外国語教育の一層の充実を図る。ま
た、実習施設と連携した実習指導や実
習前の臨床能力試験を実施するなど、
学生の実践能力の向上を図る。
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

　外国人教員を配置し、ネイティブな
英語を学修する機会を継続して提供し
国際的視野の涵養を図る。

総合基礎教育科目の４科目（１年
生の英語表現法Ⅰ・Ⅱ及び２年生の
医療英会話、実践英語）に外国人非
常勤講師２名（実人数）を配置し、
ネイティブな英語を学修する機会を
継続して提供することで、国際的視
野の涵養を図った。前期に開講した
英語表現法、医療英会話では、教員
とのコミュニケーション、自ら学ぶ
意欲は最高評価の５点に近い評価を
受けた。

Ａ

　外国人教員を配置
し、ネイティブな英語
を学修する機会を継続
して提供し国際的視野
の涵養を図ったか。

Ａ 6

　臨床実習の円滑な実施のため、臨床
実習指導者会議を開催するとともに、
教員が実習施設を訪問し、実習先との
間で実習目標及び実習内容を共有す
る。

新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、年度当初予定していた臨床
実習指導者会議の開催を見送った
が、理学療法学科では、３月にオン
ライン形式で実施した。作業療法学
科は、２月にオンラインで実施し
た。看護学科は、人数を限定するな
ど密にならない形式で実施した。個
別に連絡をとるなどして、実習先と
の間での情報共有を行うことができ
た。
理学・作業療法学科では、例年教員
が実習施設を訪問しているが、今年
度は電話やメールで実習先との間で
実習目標及び実習内容を共有した。
大きな問題は生じなかった。看護は
これまでどおり、教員は実習先に出
向き実習指導にあたった。

Ａ

　実習先との間で実習
目標及び実習内容の共
有を図ったか。

Ａ 7
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

　実習前臨床能力等の保証や確認のた
め、先修条件科目の追加や、実習前に
能力試験の導入が可能な科目について
検討する。

　一部の面接授業、臨床実習につい
て、当初予定していた実施時期を後
ろ倒しして対応せざるを得ない状況
となったことから、やむを得ず、先
修条件指定科目の「あらかじめ修得
しておかなければならない科目」の
一部を修得していなくとも履修でき
ることとする特例措置を適用させた
ところであるが、前期に、遠隔授業
を用いたり工夫して演習を行った結
果、特例措置となったものは、理学
療法学科の1科目だけであった。
　また、理学療法学科及び作業療法
学科からの要望を踏まえ、令和２年
度以降入学者に係る先修条件科目の
設定を行った。

Ａ

　新型コロナウイルス
による影響を踏まえ、
先修条件科目の弾力的
な設定を検討したか。

Ａ 8

ウ　学生の成績評価や単位認定、進
級・卒業判定に関する基準や方法につ
いては、公正かつ適正に行うことがで
きるよう継続的に検証する。

　各科目の到達目標及び成績の評価方
法や基準を、適切なものとするととも
に、学生にわかりやすく示す。

前期授業については急遽、例年と
は異なる対応とならざるを得なかっ
たことから、成績評価方法や授業計
画等を修正し、学生に示した。

科目の評価方法や基準のほか、シ
ラバス作成の手引き(令和３年度版)
では、遠隔授業の有無、購入すべき
教科書の明記することを追加し、学
生にさらに分かりやすく記載するこ
ととした。 Ａ

　科目の評価方法や基
準が、目標達成度の評
価として適切で、学生
にわかりやすい記載と
なるよう示したか。

Ａ 9
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

エ　学生への授業評価アンケートの実
施や、教員相互による授業評価、教員
を対象としたＦＤ研修会の開催など学
内におけるＦＤ活動を一層推進するな
ど、授業内容や教育方法の改善につな
がる取組みを積極的に展開する。

　ＦＤ活動に関する東日本の大学間
ネットワーク「ＦＤネットワーク“つ
ばさ”」に参画し、授業改善やＦＤ推
進の取組みを推進する。

ＦＤネットワーク“つばさ”事業
の教職員への周知・参加を呼び掛け
た。

また、前期の授業改善アンケート
は、コロナ禍の影響により本学独自
にMicrosoft Formsを活用し実施し
た。時間割変更が多かったことも影
響し、前年度と比較し回答率が76%
から58%に低下した一方で、自由記
載により授業への意見を述べる学生
が増えた。これに対し教員による回
答も詳しくなり、授業改善に対する
双方向性が増した。

Ａ

　ＦＤ活動に関する東
日本の大学間ネット
ワーク“つばさ”に参
画し、授業改善等に向
けた取組みを推進した
か。

Ａ 10

　教育の成果を検証するために、卒業
する学部生を対象としたアンケートを
引き続き実施する。

令和元年度卒業生に対しては、卒
業式を中止した事に伴い、例年、卒
業式前日に実施していた学修成果ア
ンケートを延期し、７月に実施し
た。看護38％、理学73％、作業67％
から回答があった。大学での学習が
現在の仕事や生活に役立っていると
答えた卒業生は、３学科とも８割か
ら９割であった。

なお、卒業後に実施したことで、
実際の医療職者としての観点から、
本学での学修の成果に対する回答が
得られたことから、設問や実施時期
の見直しについて検討し、令和３年
度も同様の内容で７月ごろ実施する
こととした。

Ａ

　卒業する学部生を対
象にアンケートを引き
続き実施したか。設問
内容について検討した
か。

Ａ 11
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

　授業内容、方法の改善による教育の
質の向上を図るため、教員相互の授業
評価（参観）を実施する。教員の参加
率向上に向けた方策を実施する。

学内教員の授業科目を対象に教員
相互の授業評価（参観）を実施し
た。参加率向上を図るため、講義訪
問週間（７月第２週、11月第２週）
を設定し、広報を行うとともに、報
告書について、これまでの紙媒体に
加 え 、 電 子 デ ー タ で の 提 出 や
Microsoft Formsを使用しての提出
など複数の方法で提出できるように
した。

前期の授業評価は、遠隔授業やコ
ロナ禍により０件であったが、後期
の講義訪問週間は、期間中の講義ス
ケジュールも合わせて情報提供を行
い、参加率向上を図った結果、延べ
６人の授業について延べ５人が参観
し評価を行った。

令和３年度に向け引き続き参加率
向上の方策を検討していく。

Ａ

　授業内容、方法の改
善による教育の質の向
上を図るため、教員相
互の授業評価（参観）
を実施したか。教員の
参加率向上に向けた方
策について図ったか。

Ａ 12

　ＦＤ・ＳＤ研修会を複数回開催す
る。

（用語の解説）
ＦＤ…教員が授業内容・方法を改善
し、向上させるための組織的な取組み
の総称。具体的な例としては、新任教
員のための研修会の開催などがある。

ＳＤ…教員、事務職員、技術職員など
を対象に大学運営に必要な知識・技術
を身に付け、能力・資質を向上させる
ための組織的な取組みの総称。

第１回ＦＤ・ＳＤ研修会（６月30
日）では、遠隔授業の振り返りと今
後の活用をテーマに、話題提供の
後、グループディスカッションを行
い、35名（教員31名、事務職員４
名）が参加した。

第２回ＦＤ・ＳＤ（大学院ＦＤ・
ＳＤ）研修会（11月17日）では、科
学技術振興機構の方を講師に、オン
ラインによるresearchmap研修を行
い、33名（教員31名、事務職員２
名）が参加した。

第３回ＦＤ・ＳＤ研修会（２月９
日）では、公立大学協会常務理事
（兼）事務局長の中田晃氏に、公立
大学の課題と将来構想、教職協働に
ついて、オンラインによる講演をい
ただき、56名（教員37名、事務職員
13名、外部者６名）が参加した。

Ａ

　有識者によるＦＤ・
ＳＤ研修会を複数回開
催したか。

Ａ 13
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

　学生による授業評価アンケートの結
果を各教員に対してフィードバックす
るとともに学内に公表し、授業内容や
教育方法の改善を図る。

　令和元年度後期実施結果につい
て、各教員にフィードバックし、調
査結果と教員コメントを８月７日に
学内に掲示した。令和２年度前期調
査は８月にオンライン（Microsoft
Forms)で実施し、元年度後期と同じ
経過を経て12月25日に学内掲示を
行った。
　令和2年度後期もオンラインでの
実施とし、10月に通知を行った。

Ａ

　学生による授業評価
アンケートの結果を各
教員に対してフィード
バックするとともに、
学内に公表したか。

Ａ 14

　教員による授業評価（参観）の結果
（報告書）を当該教員にフィードバッ
クするとともに、全教員で共有する場
を設ける。

　教員による授業評価（参観）は、
前期は遠隔授業やコロナ禍により０
件であったが、後期の講義訪問週間
は、期間中の講義スケジュールも合
わせて情報提供を行い、参加率向上
を図った結果、延べ６人の授業につ
いて延べ５人が参観し評価を行っ
た。また、評価結果（報告書）の件
数について、全教員に対しメールで
報告を行うとともに、積極的な活用
を促した。
　令和３年度に向け引き続き参加率
向上の方策を検討していく。

Ａ

　教員による授業評価
の結果を授業提供者に
フィードバックすると
ともに、全教員で情報
共有を図ったか。

Ａ 15

オ　教育についての自己評価や外部評
価の結果を踏まえ、課題や改善策を整
理したうえ、授業内容や教育方法の改
善にフィードバックする取組みを進め
る。
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

②　大学院教育

　専攻分野ごとの会議や教育推進委員
会等の機会を捉えて、随時教育内容の
課題に対する情報交換を行い、各教員
が教育内容の改善に活かす。

分野ごとの会議や教育推進委員会
等の機会を捉えて、随時教育内容の
課題に対する情報交換を行った結
果、令和２年度は、コロナ禍により
計画通りに研究遂行できないことに
ついて、特例措置を設ける等対応策
を取った。

Ａ

　各分野及び教育推進
委員会において、教育
内容の課題について情
報交換し、教育内容の
改善に活かしたか。

Ａ 16

　各科目の到達目標及び成績の評価方
法や基準を、適切なものとするととも
に、学生にわかりやすく示す。（再
掲）

シラバス作成の手引き(令和３年
度版)を活用し、科目の評価方法や
基準が、目標達成度の評価として適
切で、学生に分かりやすい記載とな
るよう努めた。
また、科目の評価方法や基準のほ
か、シラバス作成の手引き(令和３
年度版)では、遠隔授業の有無、購
入すべき教科書の明記することを追
加し、学生にさらに分かりやすく記
載することとした。

Ａ

　科目の評価方法や基
準が、目標達成度の評
価として適切で、学生
にわかりやすい記載と
なるよう示したか。
（再掲）

Ａ 17

（対応済）

イ　ICT技術を活用した授業などによ
り、社会人等の履修条件に配慮した学
習環境の整備拡充に努める。

社会人や遠隔地に居住している等、
学生の事情や状況を考慮し、夜間や休
日に開講するなど、時間割調整等を柔
軟に行う。
　また、必要に応じWeb会議システム
なども活用していく。

社会人学生や遠隔地に居住する学
生の勤務予定等に合わせて、夜間講
義を設けるほか、必要に応じて土
曜・日曜・祝日や夏季・冬季休業中
に集中講義を設けるなど、可能な限
り柔軟な時間割調整を行った。

また、大学院生の要望を踏まえ、
一部の科目ではWeb会議システムな
どを活用した授業を行った。

Ａ

　夜間開講や休日開講
を行うなど、時間割調
整を可能な限り柔軟に
行ったか。
　また、必要に応じ
Web会議システムなど
も活用を図ったか。 Ａ 18

ア　高度な研究開発能力や現場におけ
る卓越した実践力・調整能力等を修得
するため、教育内容・方法・体制につ
いて保健医療に関する最新の知見や先
進国の優れた教育及び研究成果を活用
しながら不断に改善を図る。特にカリ
キュラムの見直しや充実を図るととも
に、地域社会のニーズを踏まえた博士
後期課程の設置など、大学院のあり方
についての検討を進める。

高度な専門的知識・技術と国際的視野を備え、高い実践能力や研究開発能力等をもって地域の保健・医療・福祉の発展に指導的役割を発揮できる人材を育成するため、教育課程や教育方法
等、教育に関する諸分野における計画を着実に実行する。
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

　研究の質の向上に向け、分野ごとの
主・副研究指導教員による指導のほ
か、必要に応じ他領域や他分野の教員
が分野横断的なアドバイスをする機会
を設ける。

他領域や他分野の教員からのアド
バイスを得るため、学内における研
究計画発表会や中間発表会等の機会
を設けている。３分野とも、前期課
程後期課程それぞれ、研究計画発表
会、中間発表会を実施した。オンラ
イン形式、対面形式、オンラインと
対面のハイブリッド形式と、コロナ
の感染状況に合わせ工夫して行っ
た。オンライン形式でも発表者、聴
衆ともに、好評であった。

Ａ

　研究の質の向上に向
け、分野ごとの主・副
研究指導教員による指
導のほか、必要に応じ
他領域や他分野の教員
が分野横断的なアドバ
イスをする機会を設け
たか。

Ａ 19

　ティーチング・アシスタント制度に
より、大学院教育の充実及び大学院生
の教育トレーニングの機会を提供し、
大学院生の研究能力と教育能力の向上
を図る。

　作業療法学分野のみ、後期課程1
名、前期課程1名がティーチング・
アシスタントとして、生体形態実習
や卒業研究に従事した。指導内容は
適切で、学生、教員ともに好評で
あった。

Ａ

　ティーチング・アシ
スタント制度によっ
て、大学院生の研究能
力と教育能力の向上を
図ったか。

Ａ 20

ウ　大学院生の質の高い研究活動のた
めに、研究テーマに精通した主研究指
導教員による研究指導と合わせ、分野
横断的な研究指導等や、ティーチング
アシスタント（ＴＡ）制度の活用、大
学院生による大学内外への論文投稿、
学会参加への支援などにより、質の高
い論文作成並びに大学院生の教育・研
究能力の向上に資する取組みを進め
る。
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

　大学院在学中及び大学院修了後は、
研究結果を速やかに学会発表し、３年
以内をめどに論文投稿するよう指導す
る。

　修士論文審査要項第３条に基づ
き、修士の学位を授与された者が、
学位を授与された日から３年以内を
めどに当該学位授与に係る論文を公
表するよう、主研究指導教員及び副
研究指導教員が適切な指導を行って
おり、看護学分野は、国内雑誌２
編、理学療法学分野は、国際雑誌６
編、国内雑誌１編、作業療法学分野
は、英論文５編、和論文２編公表し
た。なお、３分野とも論文の公表に
向けてサポートしているところでは
あるが、コロナ禍により査読の遅れ
が見受けられる。

Ａ

　大学院修了後は、研
究結果を速やかに学会
発表し、３年以内をめ
どに論文投稿するよう
指導したか。

Ａ 21

　各学生の研究テーマに関連する最近
の海外原著論文を紹介し合う抄読会を
各分野で定期的に実施する。

看護学分野と作業療法学分野は、
研究指導教員のもとオンラインで、
理学療法学分野は前期５回、後期６
回分野全体でオンラインにより実施
した。コロナ禍により令和２年度は
オンラインにより開催しているが、
学生や教員には好評であった。

Ａ

　抄読会を各分野で定
期的に実施したか。

Ａ 22

　国際交流協定締結校等から研究者を
招へいし、大学院生対象の講義を実施
する。

　作業療法学科において、９月30日
と10月1日の２日間に渡り、コロラ
ド州立大学のArlene Schmid教授に
講義を依頼し、４年生の「国際比較
論」の講義を遠隔授業で実施した。
その際、本学大学院生3名も受講し
ている。

Ａ

　国際交流協定締結校
等から研究者を招へい
し、大学院生対象の講
義を実施したか。

Ａ 23

オ　学位論文審査における審査体制の
充実や論文発表会の公開の推進など、
成績評価方法の充実に努める。

（平成27年度済） （平成27年度済）

カ　高度化・専門分化が進む保健医療
福祉現場における看護ケアの広がりと
質の向上に対応するため、看護学の知
識・技術を駆使した高度な看護実践が
できる看護職の養成を目指す。

（平成28年度済） （平成28年度済）

エ　英文の文献講読力や作成力の向上
を図る授業の実施や、海外の研究者を
招へいしての講演会の開催など、大学
院生の国際性を涵養する取組みを進め
る。
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

　教育効果が最大限発現されるよう、
教員の資質や適性を踏まえた適切な教
員配置を行なうとともに、充実した講
義や実習等を行うため、外部の実践者
等を効果的に登用する。

　質の高い教育を提供するため、教員
の資質や適性を考慮し、適切な配置を
行うとともに、非常勤講師についても
優秀な人材を確保し、ニーズに沿った
教育の提供に努める。

　質の高い教育を提供するため、教
員の資質や適性を考慮し、適切な配
置を行うとともに、非常勤講師につ
いても優秀な人材を確保し、ニーズ
に沿った教育の提供に努めた。

Ａ

　教員の資質や適性を
考慮し、適切な教員の
配置を行ったか。
　また、非常勤講師に
ついても優秀な人材の
確保を図ったか。

Ａ 24

　教育指導に使用する施設・設備・機
器について、定期的に点検し、維持・
修繕を行うとともに、更新時期を迎え
たものは、計画的に整備・更新する。

　教育研究機器等について、各学科
における優先順位の検討を踏まえた
うえで、計画的に24件（運営費交付
金：５件、目的積立金：19件）の整
備・更新を行うとともに、令和３年
度の予算編成に反映させた。
　映像音響設備・空調設備等につい
て、定期的な保守点検を行うととも
に、必要な修繕を実施し、教育環境
の整備を図った。

Ａ

　教育指導に使用する
施設・設備・機器につ
いて、定期的に点検
し、維持・修繕を行う
とともに、更新時期を
迎えたものは、計画的
に整備・更新したか。 Ａ 25

　情報ネットワークシステムの安定稼
働を確保するとともに、より活用しや
すい環境となるよう検討していく。ま
た、Web会議システムの利活用を推進
する。

　新型コロナウイルス感染症対策の
ため、ビデオ会議システム「Zoom」
を新たに導入し、５月11日から遠隔
授業を実施した。また、今後のＩＣ
Ｔを活用した授業の定着を見通し、
授業内容に応じた遠隔授業の質の向
上に向けた検討やノウハウの蓄積を
図った。
　ビデオ会議システムは、授業に加
え教授会などの学内の会議でも用い
られており、学内通信ネットワーク
への負荷が高まったことから、各実
習室及び講義室等のネットワークへ
機器の更新・増強や、パソコンの更
新などにより、安定した通信環境へ
の改善を図った。

Ｓ

　情報ネットワークシ
ステムの安定稼働を維
持するとともに、コロ
ナ禍による影響を踏ま
え、ＩＣＴを活用した
授業環境の整備を図っ
たか。

Ｓ 26

②　教員環境

（２）  教育の実施体制の充実

①　教員の配置

ア　講義や実習、実験等が円滑かつ効
果的に行えるよう、各教室の実験・実
習機材や映像機器等、教育指導に使用
する施設・機械について、適切な維持
管理を行うとともに、計画的に整備・
更新を進める。
　特に情報システム環境については、
ＩＣＴ技術の進展等に合わせなお一層
の充実を図る。
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

レファレンスサービス、希望図書リ
クエスト等、図書館の活用方法の周知
を図り、利用者の増加に繋げていく。
また、資料価値の低下した資料の処分
を進め、開架スペースを確保してい
く。

　文献検索用データベースについ
て、今年度より契約を変更し、医中
誌は4月から、メディカルオンライ
ンは1月から学外からの利用を可能
とし図書館閉鎖期間中の学生の自己
学習及び県外在住の院生・県内医療
従事者の研究等に役立った。また、
図書館等のネットワークで情報収集
し、出版社が緊急事態宣言中に実施
した電子書籍やＤＶＤなどの無料閲
覧サービスを学生に提供し、選書に
おいても可能な場合は電子書籍を購
入するよう努めた。また、情報図書
委員による書棚の点検を行い、資料
としての価値の低下した図書を選別
し、書庫に移動または除籍を行っ
た。（書庫への移動500冊程度、除
籍223冊）

Ａ

　新型コロナウイルス
の影響を踏まえ、図書
館閉鎖期間中に学外か
ら利用できる体制を整
備したか。
　蔵書内容を分析し、
資料価値の下がった資
料の処分を進めなが
ら、開架スペースを確
保したか。

Ａ 27

　図書館司書による文献検索講習会や
文献検索方法の授業を実施し、データ
ベース利用を促進する。

　看護学科、理学療法学科の学生及
び専任教員養成講座、母子保健コー
ディネーター人材養成研修の受講生
に対し、文献検索に関する授業を
行った。また、1～2月に、希望する
学生を対象とした講習会を開催し、
3年生を中心に学部生32名が参加し
た。
　また、図書館司書はこれまで研修
等の受講機会が少なかったが、オン
ラインによる研修が増加したこと
で、コロナ下での他館の取組みや
データベースの活用など研修の受講
や情報収集を行うことができた。

Ａ

　図書館司書による文
献検索講習会や文献検
索方法の授業を実施
し、データベース利用
を促進したか。

Ａ 28

イ　附属図書館について、利用形態、
施設設備、蔵書内容その他多角的に運
営状況を検証し、利用者ニーズを踏ま
えた蔵書・資料の充実とサービスの向
上に努める。
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

　大学ウェブサイトに掲載している入
試情報について継続的な検討を行い、
充実を図る。

　入学者受入方針や本学の特色等を
発信するための動画を作成し、９月
から翌年３月までウェブオープン
キャンパスとして、広く全国に向け
て発信した。このウェブオープン
キャンパスでは、全16コンテンツに
ついて、のべ約5,000回の視聴があ
り、令和３年度学部入学者選抜試験
の出願者数が前年度比77人増（４つ
の選抜試験に係る出願者数：367
人）となった。なお、１コンテンツ
当たりの視聴回数が最大約400回か
ら最小約200回と開きが大きいこと
から、内容の見直しを行ったうえ
で、令和３年度も継続して実施する
予定である。

Ｓ

　大学ウェブサイトに
掲載している入試情報
について継続的な検討
を行い、充実を図った
か。
　新型コロナウイルス
の影響を踏まえ、入学
者受入方針や本学の特
色等を広く情報発信す
るための方法を検討
し、実践したか。

Ｓ 29

　オープンキャンパス及び高校訪問に
おいて、学科ごとのアドミッション・
ポリシーの特徴を周知する。

　９月から翌年３月まで公開した
ウェブオープンキャンパス及び９月
から10月にかけて実施した県内高校
訪問において、学科ごとのアドミッ
ション・ポリシーの特徴を周知した
ことにより、令和３年度学部入学者
選抜試験の出願者数が前年度比77人
増（４つの選抜試験に係る出願者
数：367人）となり、これまで以上
にアドミッション・ポリシーに合致
した優秀な学生確保につながった。
今後、年度当初オリエンテーション
において、新入生（大学院生を含
む）のアドミッション・ポリシーに
対する理解度について把握する予定
である。

Ａ

　オープンキャンパス
及び高校訪問におい
て、学科ごとのアド
ミッション・ポリシー
の特徴を周知したか。

Ａ 30

ア　本学の特色や入学者受入方針等の
周知を図るため、大学ホームページや
案内用冊子の内容の充実を図るととも
に、大学説明会やオープンキャンパ
ス、高校訪問等の機会を有効に利用
し、広報の強化を図る。

（３）学生の確保
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

イ　毎年の志願者数や入学者数の推
移、入学後の成績等の状況を検証し、
アドミッション・ポリシーに沿った優
秀な学生の受入れに向け選抜方法や試
験日程等入試制度全般にわたり継続的
な検討、改善を図る。

　アドミッション・ポリシーに沿った
優秀な学生を受け入れるため、選抜方
法や試験日程等入試制度全般にわたり
継続的な検討を行い、改善を図る。

　令和３年度入試から実施される大
学入試制度改革に対応するため、本
学における「主体性を持って多様な
人々と協働して学ぶ態度」の評価方
法を定め、７月に発行した令和３年
度入学者選抜要項により公表した。

Ａ

　アドミッション・ポ
リシーに沿った優秀な
学生を受け入れるた
め、選抜方法や試験日
程等入試制度全般にわ
たり継続的な検討を行
い、改善を図ったか。

Ａ 31

ウ　多様な志望動機や職業を持つ大学
院志願者に対応するため、大学院にお
ける、社会人向けのICTを活用した学
習環境の改善や県内自治体等からの派
遣生の受入れ環境の検討など、必要な
取組みを展開する。

　大学院の定員充足を維持・継続して
いくため、大学院生から学習環境に対
する要望を聴取する等して、学習しや
すい環境の提供に努める。

　大学院修了者に対する学修成果ア
ンケートにより学習環境に対する要
望を聴取し、社会人が学習しやすい
環境の提供に努めた。 Ａ

　大学院生から学習環
境に対する要望を聴取
する等して、学習しや
すい環境の提供に努め
たか。

Ａ 32

ア　履修科目についての情報を学生に
的確に伝えるため、シラバスの充実に
努める。

　各科目の到達目標及び成績の評価方
法や基準を、適切なものとするととも
に、学生にわかりやすく示す。（再
掲）

　前期授業については急遽、例年と
は異なる対応とならざるを得なかっ
たことから、成績評価方法や授業計
画等を修正し、学生に示した。
　科目の評価方法や基準のほか、シ
ラバス作成の手引き(令和３年度版)
では、遠隔授業の有無、購入すべき
教科書の明記することを追加し、学
生にさらに分かりやすく記載するこ
ととした。（再掲）

Ａ

　科目の評価方法や基
準が、目標達成度の評
価として適切で、学生
にわかりやすい記載と
なるよう示したか。
（再掲）

Ａ 33

　オフィスアワーの活用について、年
度当初のオリエンテーション、前後期
ごとの掲示による周知を行う。

　オフィスアワーの活用について
は、コロナ禍により中止となったた
め、年度当初オリエンテーションで
の周知はできなかったが、メールや
掲示により全学生に周知を行った。

Ａ

　オフィスアワーの活
用について、学生向け
の周知を行ったか。

Ａ 34

①　学修支援

（４）学生支援の充実

イ　オフィスアワー制度を継続して実
施するなど、学生が教員に対して気軽
に学習等の相談をできる環境の充実を
図る。
　また、学生の履修状況については、
各学科において常に留意し、履修指導
が必要な場合は関係教員が連携しきめ
細かな指導・助言を行う。
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

　各学科の学年担任を中心に学生の履
修状況を把握し、必要に応じて随時面
談を実施する等、学生に応じた支援を
行う。
　また、保健室、事務局、学科間で連
携し、学生にきめ細かな指導・助言を
行う。

各学科の学年担任を中心に学生の
履修状況を把握し、学生の諸問題に
ついて随時面接を実施しながら、学
生に応じた支援を行った。
　また、保健室、事務局、学科間で
連携し、きめ細かな指導・助言がで
きるよう情報交換を行った。

Ａ

　各学科の学年担任を
中心に学生の履修状況
を把握し、必要に応じ
て随時面談を実施する
等、学生に応じた支援
を行ったか。
　また、保健室、事務
局、学科間で連携し、
学生にきめ細かな指
導・助言を行ったか。

Ａ 35

ウ　障がいや疾病のある学生が支障な
く学習や研究に取り組めるよう、学内
環境の点検・整備を進める。

　本学における修学支援制度につい
て、年度当初のガイダンスで全学生に
周知するとともに、修学支援を必要と
する学生が支障なく学修や研究に取り
組めるよう、教職員に対し支援制度に
係る研修会を実施する。

　修学支援制度について、２～４年
生に対し、年度当初の各学科のガイ
ダンスにおいて周知を行うととも
に、１年生については、６月に開催
したオリエンテーションにおいて周
知を行った。
　コロナ禍により、教職員を集めた
研修会はできなかったが、日本学生
支援機構が動画配信した障がい学生
支援のためのセミナーについて教職
員に周知し、視聴を促した。

Ａ

　本学における修学支
援制度について、年度
当初のガイダンスで全
学生に周知するととも
に、修学支援を必要と
する学生が支障なく学
修や研究に取り組める
よう、教職員に対し支
援制度の周知を図った
か。

Ａ 36

　学生の利用しやすい時間帯に学外カ
ウンセラーを配置する。

　学生の相談しやすい時間で学外カ
ウンセラーの配置を継続し、４名
（延人数）からの相談に応じた。 Ａ

　学生の利用しやすい
時間帯に学外カウンセ
ラーを配置したか。 Ａ 37

　大学生活上必要な支援を行う資料と
するため、全学部生を対象とした学生
生活アンケートを実施し、学生の生活
状況を把握する。

　学生の生活状況を把握するため、
全学部生を対象とした学生生活アン
ケートを10月に実施し、学生の生活
状況を把握した。

Ａ

　大学生活上必要な支
援を行う資料とするた
め、全学部生を対象と
した学生生活アンケー
トを実施し、学生の生
活状況を把握したか。

Ａ 38

②  生活支援

ア　学生が疾病や健康問題、その他大
学生活上の諸問題を相談し解決できる
よう、保健室の常駐職員や学外カウン
セラーの配置を継続して実施する。

- 27 -



令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

イ　成績が優秀でありながら学資等が
十分でなく就学が困難な学生に対して
は、一定の条件のもと、授業料減免等
の制度を活用し支援する。

授業料減免制度や奨学金制度につい
て、事務室窓口に担当者を配置し迅速
な対応を行う。また、奨学金の返済を
考慮し、制度の計画的な利用について
指導する。

　年度当初オリエンテーションや掲
示板で、授業料減免や奨学金制度に
ついて周知した。
　また、事務局窓口に担当者を配置
し、学生からの相談に対して迅速な
対応を行った。奨学金については、
年1回、各家庭の経済状況の聴取や
適正額の検討を行い、返済に困らな
いよう指導している。
　さらに、コロナ禍によるアルバイ
ト収入の減少などに伴い学生生活の
継続に支障をきたす学生を対象とし
て創設された国の「学生支援緊急給
付金」や県の「オンライン授業等環
境整備交付金」を給付することによ
り、経済的に困難な状況にある学生
に対して支援を行った。
　また、日本学生支援機構の「新型
コロナウイルス感染症対策助成事
業」の助成を受け、学部生全員（休
学中の学部生を除く）に食堂と売店
で利用できる金券（食券）を交付
し、食費の支援を行った。

Ａ

授業料減免制度や奨
学金制度について、事
務室窓口に担当者を配
置し迅速な対応を行っ
たか。
　また、奨学金の返済
を考慮し、制度の計画
的な利用について指導
したか。

Ａ 39

ウ　学生生活の充実のため、サークル
活動やボランティア活動への参加な
ど、学生の自主的活動を奨励するとと
もに、サークルの学内施設の利用にあ
たっての配慮や地域のボランティア活
動に関する情報提供など必要な支援を
行なう。

　学生のサークル活動やボランティ
ア、大学祭などの自主的活動を奨励す
る。また、学内施設の適切な利用及び
安全確保のため、各学生代表者と教職
員との打ち合わせを実施する。

　各学生代表者と教職員が打ち合わ
せを重ね、大学祭の中止やサークル
活動における感染防止対策などにつ
いて検討を行った。サークルについ
ては、４月から活動を自粛していた
が、８月に「サークル活動ガイドラ
イン」を策定し、このガイドライン
に従い順次活動を再開した。

Ａ

　自主的活動の奨励並
びに学内施設の適切な
利用及び安全な活動へ
の配慮のため、各学生
代表者と教職員との打
合せを実施したか。 Ａ 40
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

ア　国家資格試験受験希望者に対し
て、模擬試験の実施や休日における演
習室の開放など、資格取得に向けた各
種の支援策を効果的に実施する。

　国家試験に向けて、模擬試験や補講
の企画・実施について学生とともに検
討し、担任が中心となり必要に応じて
面談等を実施する。
　休日の講義室の開放について学生へ
周知し、学習環境を提供する。

国家試験模擬試験や補講の企画・
実施について国家試験担当の学生
（４年生）と検討した。また、担任
が中心となり、必要に応じて面談等
を実施している。
　休日の講義室開放については、国
家試験に追試験がなく、学生の感染
を避ける必要があったことから、１
月下旬から開放を中止した。

Ａ

　国家試験模擬試験や
補講の企画・実施につ
いて学生とともに検討
し、必要に応じて面談
等を実施したか。

Ａ 41

　県内保健医療福祉施設の詳細情報を
学生に提供するため、３年生及び４年
生の希望者を対象に施設等関係者によ
るキャリア支援セミナーを開催する。
（８月開催予定）。参加施設等には本
学卒業生の同行を依頼し、卒業生自ら
施設の紹介を行うことにより、県内保
健医療福祉施設への関心を高め、県内
就職の促進を図る。

　看護学科の３年生、理学療法学
科・作業療法学科の３年生及び４年
生を対象にキャリア支援セミナーを
開催した。看護学科は９月に開催
し、参加施設等が30施設、参加学生
数が64名であった。また、理学療法
学科・作業療法学科は８月に開催
し、参加施設等が18施設、参加学生
数が75名であった。
　なお、参加施設等に対しては、本
学卒業生の同行を依頼しており、看
護学科のセミナーでは12施設、理学
療法学科・作業療法学科のセミナー
では８施設で卒業生にも参加しても
らった。

Ａ

　３年生及び４年生の
希望者を対象に施設等
関係者によるキャリア
支援セミナーを開催
し、県内就職の促進を
図ったか。

Ａ 42

イ　学生の円滑な就職・進学活動を積
極的に支援し、卒業生の県内定着とい
う視点も踏まえ大学として高い就職率
を継続していくため、学生向けの就職
対策研修会の開催や県内病院等を招い
ての就職説明会の実施、学内ネット
ワークを活用した学生への迅速な就
職・進学情報の提供など、就職・進学
支援のための取組みを効果的に展開す
る。

③  キャリア支援

（数値目標）

看護師、保健師、助産師、理学

療法士及び作業療法士の国家試

験合格率について、全国合格率

以上を確保し、100％の合格率

を目指す。

（数値目標）

就職希望者の就職率100％を目指す。
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

　キャリアセンターに掲示する卒業生
からのメッセージ等の充実を図る。ま
た、県内の奨学金情報を掲示し、広く
周知を図る。

　キャリアセンターに掲示する卒業
生からのメッセージについては、県
内35施設に作成を依頼し、充実を
図った。県内外の奨学金情報につい
てもキャリアセンターに設置すると
ともに、掲示により広く周知してお
り、今年度は46件の奨学金情報の掲
示を行った。

Ａ

　キャリアセンターに
掲示する卒業生からの
メッセージ等の充実を
図ったか。
　また、県内の奨学金
情報を掲示し、広く周
知を図ったか。

Ａ 43

　学生が早期からキャリアデザインを
描けるように、年度当初のガイダンス
にて、１年生及び２･３年生向けに
各々の段階に応じた動機付けのセミ
ナーを実施する。さらに３年生につい
ては、キャリア支援ガイダンスを開催
する（２月開催予定）。

　コロナ禍により、年度当初ガイダ
ンスは中止となったが、３年生につ
いては、２月にキャリア支援ガイダ
ンスを動画配信により実施した。 Ａ

　３年生については、
キャリア支援ガイダン
スを実施したか。

Ａ 44

　文献データベースや学術機関リポジ
トリの活用を促進するため、教職員及
び学生へ情報提供を行う。

　文献検索用データベースについ
て、今年度より、医中誌は4月か
ら、メディカルオンラインは1月か
ら学外から利用ができるように契約
変更を行ったため、図書館閉鎖期間
中の学生の自己学習及び県外在住の
院生・県内医療従事者の研究等に役
立った。また、緊急事態宣言中、出
版社等が無料で提供していたデータ
ベース等の情報提供を行った。

Ａ

　文献データベースや
学術機関リポジトリの
活用を促進するため、
教職員及び学生へ情報
提供を行ったか。

Ａ 45

（１）研究水準の向上及び研究成果の発信

２　研究に関する目標を達成するための措置

ア　教員が、最新の知識や技術に基づ
く質の高い研究に積極的に取り組める
よう、電子ジャーナル等を活用した国
内外の最新の論文等の情報を迅速に収
集する機能の強化や、教員の共同研究
発表会を定期的に開催するなど、研究
水準の向上につながる取組みを継続的
に展開する。
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

　令和元年度に実施した、学外機関と
の共同研究の発表会を９月頃に開催す
る。また、共同研究の成果について
は、学会発表や論文発表等を行う。

９月18日に令和元年度に採択され
た共同研究３題の発表会を開催し、
45名（教職員41名、大学院生２名、
外部者２名）が参加した。研究成果
について、学会発表５件、論文発表
１件がなされ、さらに、今後学会発
表１件、論文発表２件がなされる予
定である。

Ａ

　令和元年度に実施し
た、学外機関との共同
研究の発表会を９月頃
に開催したか。また、
共同研究の成果につい
ては、学会発表や論文
発表等を行ったか。

Ａ 46

　各種学会に参加し、国内外の研究者
等と交流を積極的に行うほか、県内医
療機関等との連携により本学の知見や
研究成果を現場に還元するとともに、
現場の状況や課題を把握し研究につな
げていく。

　コロナ禍により、直接学会へ出席
する機会はなかったが、オンライン
等を利用し、他大学等の研究者と交
流及び情報交換を行った。また、県
内の医療従事者等と現場の課題を共
有し、共同研究の実施又はその課題
に着目した研究を実施し、その成果
を現場の活動に還元するよう取り組
んだ。（学会発表22件・論文11編）

Ａ

　国内外の研究者等と
交流を積極的に行うほ
か、県内医療機関等と
の連携により本学の知
見や研究成果を現場に
還元するとともに、現
場の状況や課題を把握
し研究につなげたか。

Ａ 47

　県内の医療・福祉機関を訪問し、現
場で求められる知識や技術等について
情報収集・意見交換を行い、学生の指
導や研究に活用する。

　コロナ禍により、医療・福祉機関
を訪問する機会は減少したが、実習
の打ち合わせなどの機会を活用し、
医療・福祉施設の状況について情報
収集や意見交換を行った。
　また、協力病院については実習受
け入れにあたり、患者と接する際の
距離及び時間、ロッカー及び休憩室
の利用方法、体調等の管理、使用物
品の消毒方法など、実習の受け入れ
条件や両者のガイドラインを共有
し、学生や施設利用者がより安全な
対策をとるための方法について検討
を行った。

Ａ

　県内の医療・福祉機
関を訪問し、現場で求
められる知識や技術等
について情報収集・意
見交換を行い、学生の
指導や研究に活用した
か。

Ａ 48

イ　県内各層との意見交換等を通じて
保健・医療・福祉に関する地域課題を
的確に把握し、個人研究のほか、県内
の行政機関や病院職員等との共同研究
を行い、その解決に積極的に取り組
む。
　また、教員が行った研究の成果につ
いては、本学のホームページに掲載す
る他、大学の紀要「山形保健医療研
究」の出版や、学会での発表、学術雑
誌への論文寄稿等により広く公表す
る。
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

県や関係団体等からの研究事業の受
託や共同研究の実施などに積極的に取
り組む。また、大学の研究シーズを説
明する機会について検討を行う。

　県内医療機関等の関係者と協働す
る共同研究３題に取り組んだ。ま
た、大学の研究シーズを説明する機
会について検討を進めたが、コロナ
禍により、具体的な機会を得るまで
には至らなかった。

Ａ

県や関係団体等から
の研究事業の受託や共
同研究の実施などに積
極的に取り組んだか。 Ａ 49

　本学の教員及び大学院生の研究をま
とめた紀要「山形保健医療研究」の投
稿論文を随時募集し、採用された論文
については、年１回冊子で発行するほ
か、機関リポジトリで随時公開してい
く。また、紀要以外の研究成果につい
ても、機関リポジトリの活用を検討し
ていく。

　令和2年度の紀要「山形保健医療
研究」vol.24については、７編の論
文を掲載し令和3年3月に発行した。
5編については機関リポジトリへの
早期公開を行い、2編についても掲
載予定である。また、例年公開講座
の内容をまとめた冊子を発行してお
り、今号より一部をリポジトリへ掲
載することが決定している。

Ａ

「山形保健医療研究」
の投稿論文を随時募集
し、採用された論文に
ついては、冊子で発行
するほか、機関リポジ
トリで随時公開した
か。また、紀要以外の
研究成果についても、
機関リポジトリの活用
を検討したか。

Ａ 50

ア　研究活動の推進に必要な施設、機
器等について定期的に点検するととも
に、計画的な整備拡充を行う。

　教育指導に使用する施設・設備・機器に
ついて、定期的に点検し、維持・修繕を行
うとともに、更新時期を迎えたものは、計画
的に整備・更新する。（再掲）

　教育研究機器等については、第２期
中期計画（H27～R2） 教育研究機器等
整備方針に基づき、各学科における優
先順位を踏まえたうえで、令和２年度は
24件（運営費交付金：５件、目的積立
金：19件）の整備・更新を行った。な
お、第２期中期計画中としては、92件
（運営費交付金：31件、目的積立金：61
件）の整備・更新を行った。

Ａ

　教育指導に使用する
施設・設備・機器につい
て、定期的に点検し、維
持・修繕を行うとともに、
更新時期を迎えたもの
は、計画的に整備・更新
したか。（再掲）

Ａ 51

(２) 研究実施体制の整備

（数値目標）

科学研究費補助金の申請件数を、申請可能件数の90％以上を目指す。 ※申請可能件数：全教員から前年度採択者などの継続者の合計数を除いた件数
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

イ　教員や大学院生が人を直接対象と
する研究を行う場合の倫理的配慮の徹
底を図るため、学外委員を加えた倫理
委員会を運営し、厳正な倫理審査を行
う。

学外の有識者を含めた倫理委員会を
運営し、厳正な倫理審査を行う。

　学外有識者２名を含む９名の委員
で構成する倫理委員会を７回開催
し、８件の審査を行った。このほ
か、迅速に審査を行うため、今年度
から書類審査を可能とする要件を拡
大しており、９件の書類審査を行っ
た。
　また、数年前より懸案事項であっ
た学部生の卒業研究に係る倫理審査
の手続き、申請手続きの簡素化を目
的とした包括的承認の内容等につい
て検討するとともに、必要となる規
程の改正等を行った。加えて、審査
方法の改善として、事前に各委員の
意見を集約し申請者に事前告知する
方式を取り入れ、審査の効率化を
図った。

Ｓ

学外の有識者を含め
た倫理委員会を運営
し、厳正な倫理審査を
行ったか。

Ｓ 52

　教員相互の研究交流と自己研鑽を図
るため、研究交流及び共同研究報告会
を開催するとともに、研究倫理講習等
を目的とする教員研究セミナーを実施
する。

　教員相互の研究交流と自己研鑽を
図るための教員研究セミナーを５回
実施し、延べ206名が参加した。う
ち１回は共同研究発表会、研究倫理
研修会を併せて実施し、共同研究会
には45名（教職員41名、大学院生２
名、外部者２名）、研究倫理研修会
には39名（教職員）が参加した。

Ａ

　研究交流及び共同研
究報告会を開催すると
ともに、研究倫理講習
等を目的とする教員研
究セミナーを実施した
か。

Ａ 53

　全教員の研究活動等をとりまとめた
業績集を作成し、本学の研究や地域貢
献の状況等について公表する。

　本学ウェブサイトに掲載し、公表
した。

Ａ

　全教員が業績集を作
成することで、自らの
研究活動に関して自己
評価するとともに課題
に対して改善を図った
か。

Ａ 54

ウ　大学の研究活動全般について、定
期的な自己評価及び外部評価により適
切に検証し、必要な改善を図るととも
に、文科省の「研究活動における不正
行為への対応等に関するガイドライ
ン」に従って所要の整備を図る。
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

　研究倫理教育責任者を中心に、研究
に携わる者（大学院生を含む）に対し
研究倫理の新たな動向を踏まえた倫理
教育を実施し、組織として不正防止対
策に取り組む。

研究倫理教育責任者と研究・研修
委員会が協働し研究倫理研修会を２
回（７月、９月）開催し、延べ79名
の教職員が参加した。研修会の撮影
動画の視聴を欠席教員へ周知を行
い、４名が視聴した。
　また、教員・大学院生に対し、日
本学術振興会が提供する研究倫理e
ラーニングの受講を勧め、36名（教
員29名、大学院生７名）が受講し
た。

Ａ

　倫理教育を実施し、
組織として不正防止対
策を推進したか。

Ａ 55

エ　研究水準の向上に向けた取組みを
全学的に強化し、科学研究費補助金等
の競争的資金や、共同研究、受託研究
などによる外部研究資金の獲得に努め
る。

　全学科を対象とした科研費説明会を
実施する。また、科研費応募に係るア
ドバイザー制度及び科研費に関する研
究費補助制度の活用を促進する。同時
に各種制度の効果を検証し、より効果
的な制度を検討する。

全学科を対象とした科研費応募説
明会を９月18日に実施し、教員36名
が参加した。欠席教員が視聴できる
ように動画撮影を行い、周知を行っ
た。
　学科において科研費アドバイザー
を選定し、研究計画書作成説明会や
科研費獲得検討会を開催し、39名
（看護学科16名、理学療法学科11
名、作業療法学科12名）が参加し
た。また、研究計画調書作成の個別
相談に対する助言が１件あった。
　科研費に関する研究費補助制度の
効果検証を行ったが、コロナ禍によ
り全体的に研究の進捗が低調である
現状から、令和３年度は現制度の見
直しは行わないこととした。

Ａ

　科研費説明会を実施
したか。アドバイザー
制度及び研究費補助制
度の活用を促進した
か。
　各種制度の効果を検
証し、より効果的な制
度を検討したか。

Ａ 56

オ　外部研究資金を獲得した教員につ
いて講じている教育研究上の優遇措置
を拡充するなど、獲得に対するインセ
ンティブを付与する仕組みの充実を図
る。

　科研費を獲得した教員に対して、本
学の研究費配分における優遇制度を実
施する。

令和２年度科研費を獲得した教員
名に対して、個人研究費の増額配分
（職位による傾斜配分）を行った
（内訳：教授２名、准教授３名、講
師３名、助教１名）。

Ａ

　研究費配分における
優遇制度を実施した
か。

Ａ 57
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

ア　就職ガイダンスの内容を充実させ
るとともに、担任制度等を活用したき
め細かな個別指導・助言を行う体制を
強化する。

　模擬面接の実施と履歴書等提出書類
の添削指導、就職試験における助言、
個別相談を継続する。

４年生の希望者62人に対して模擬
面接を実施するとともに、67件（４
年生52人）の履歴書等提出書類の添
削指導を行った。このほか就職試験
における相談に応じ、きめ細やかな
個別指導・助言を実施した。

Ａ

　模擬面接会の実施
と、履歴書等提出書類
の添削指導、就職試験
における助言、個別相
談を継続したか。

Ａ 58

イ　病院等からの求人情報に加え、卒
業生から就職活動の体験談や就職後の
近況等を積極的に収集するなど就職情
報提供の充実を図る。

　キャリアセンターの積極的な活用を
学生に働きかけるとともに、１～３年
生を対象に卒業生との交流会を開催す
るなど、卒業生から就職活動の体験談
や勤務状況に関する情報を収集し、学
生に提供する。

　コロナ禍により、年度当初オリエ
ンテーションは中止となったが、学
生に対しては、模擬面接などの機会
を捉えて、キャリアセンターの積極
的な活用を周知した。

Ａ

　キャリアセンターの
積極的な活用を学生に
周知したか。

Ａ 59

ウ　特に看護学科においては、学部教
育でキャリア支援に関する科目を検討
するなど、地域医療への関心を高める
プログラムを1年生から実施する。
　また、県内医療機関等の認知・理解
を高めるため、主な医療施設の視察・
体験等を実施するとともに、臨地実習
施設について、県内病院等の新規受入
先の拡充を図る。
　さらに、卒業生の就業状況を把握で
きる仕組みを構築し、県外勤務者に対
し、県の看護師確保施策や県内医療機
関等の情報の積極的な提供に努める。

　県内の医療機関に対する学生の認
知・理解を深めるために、学生の希望
を取り入れながら、看護学科の学生を
対象に県内の医療施設の視察・体験等
を実施する。

　コロナ禍により、受入可能な医療
施設が無かったため、地域医療体験
セミナーは実施できなかったが、地
元論の授業の中で、卒業生から自身
が勤務する医療施設について具体的
に紹介してもらった。

Ａ

　看護学科の学生を対
象に情報提供を行い、
県内の医療機関に対す
る認知・理解を深める
よう努めたか。

Ａ 60

（１）地域への優秀な人材の輩出

３　地域貢献に関する目標を達成するための措置
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

　地元医療福祉を強化した看護教育の
拡充に向け、臨地実習の質の向上と施
設数の拡大を図るほか、大学と小規模
病院との相互交流事業を継続する。
また、本学卒業生等の協力を得るなど
して地元医療や福祉、小規模病院等の
現場について学び理解する機会を確保
する。

　コロナ禍により、臨地実習に工夫
を要した年度だったが、リモートも
活用しながら地元医療福祉を強化し
た実習を継続した（総合看護学実習
Ⅰで２病院・実習学生７名、成人慢
性期看護学実習で1病院）。
　大学と小規模病院の相互交流事業
は２病院から各１名が大学の研修に
参加した。
　１年生対象の地元論において本学
卒業生３名が講師を務め、地元保健
医療の魅力を伝えた。

Ａ

　臨地実習の質の向上
と施設数の拡大を図る
ほか、大学と小規模病
院との相互交流事業を
継続したか。また、本
学卒業生等の協力を得
るなどして地元医療や
福祉、小規模病院等の
現場について学び理解
する機会を確保した
か。

Ａ 61

　県外就職者に、県内医療機関等に関
する情報の提供希望の有無を確認し、
希望者に対して情報提供を行う。

希望者がいなかったため、県外就
職者に対する県内医療機関等の情報
提供は行っていないが、看護学科の
４年生に対して、県が実施している
県外勤務看護職員に対する情報提供
事業について周知した。

Ａ

　県外就職者に対し
て、県内医療機関等に
関する情報の提供希望
の有無を把握し、希望
者に対して情報提供を
行ったか。

Ａ 62

エ　県内でキャリアアップが図れるよ
う、大学院教育の内容や支援体制の充
実を図る。

　修業年限の延長等により在職者等の
大学院就学を支援する、本学の長期履
修制度を活用することで、県内就職後
もキャリアアップを図ることが可能で
あることを広く周知する。

社会人や育児・介護に専念してい
る者を対象とする長期履修制度につ
いて、コロナ禍の影響を鑑み、特例
的な対応１回を含め、申し込み機会
を年３回（８月、10月、２月）設
け、令和３年４月適用者６人に対し
て許可を行った。なお、令和元年度
以前に許可した者で、３月末現在で
長期履修制度を利用していた大学院
生は12人であった。

Ａ

　本学の長期履修制度
を活用することで、県
内就職後もキャリア
アップを図ることが可
能であることを広く周
知したか。

Ａ 63
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

　行政機関及び地域の医療機関や大学
との連携を積極的に推進し、保健・医
療・福祉に関する地域課題の解決に取
り組むとともに、成果については、医
療技術者対象の研修会などを通じた臨
床現場への活用や、公開講座等による
県民への普及などにより地域への還元
を図る。

　一般県民を対象に、健康と福祉を
テーマにした公開講座を村山、最上、
置賜、庄内の４地域で開催する。ま
た、各団体の依頼に応じ、県民の健康
促進に関するイベント等に参加・協力
する。

コロナ禍により例年どおりの各会
場での対面による公開講座の開催が
困難であることから、今年度は誌上
開催とし関係機関と希望者に冊子を
配布することとした。3月22日現在
40名の希望があり、アンケート用紙
を同封し送付を行った。今後も広報
を行い、配布を継続する予定であ
る。また、機関リポジトリへも掲載
し学外へ発信予定である。
「新しい生活様式」に即した健康づ
くりを行う契機を提供するために
「やまがた健康フェア2020＠コミュ
ニティ健康ガイドブック」の作成に
協力した。（主催者：20万部を新聞
折込等で配布）
　また、スポーツ振興21世紀協会と
の連携事業として開催された「いき
いき健康づくり教室」において教員
が講話を行った（９月17日開催・参
加者13名）

Ａ

　一般県民を対象に、
健康と福祉をテーマに
した公開講座を村山、
最上、置賜、庄内の４
地域で開催したか。ま
た、各団体の依頼に応
じ、県民の健康促進に
関するイベント等に参
加・協力したか。

Ａ 64

　中期計画期間中の実績を検証し次期
計画期間における研究成果の地域還元
の在り方及び公開講座のテーマ等につ
いて検討を行う。

　令和3年度の公開講座について
は、コロナ禍によりオンラインで実
施することに決定したが、多くの県
民が参加できる講座となるよう、県
民のニーズや感染状況に留意しなが
ら検討を重ねていく。

Ａ

　中期計画期間中の実
績を検証し次期計画期
間における研究成果の
地域還元の在り方及び
公開講座のテーマ等に
ついて検討を行った
か。

Ａ 65

　小規模病院や診療所等に勤務する看
護職の資質や実践力の向上を図るた
め、看護研究の指導や共同研究等を行
う看護研究相談・支援事業を実施す
る。

　感染症への警戒に伴って院内研究
をとりやめた医療機関が複数あった
が、２つの医療機関について、遠隔
的な方法で研究活動への指導を継続
した。また、県内医療機関に対し、
看護職との共同研究等の促進を図る
ための本学の学内資源（シーズ）を
紹介する機会を設けた。

Ａ

　看護研究の指導や共
同研究等を行う看護研
究相談・支援事業を実
施したか。

Ａ 66

（２）教育研究成果の地域への還元
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

　関係機関と協力し、本学教員の知見
や経験、ノウハウを活用し、県内看護
職に係る人材養成や技術力向上に向け
た各種事業を実施する。

　母子保健コーディネーター養成研
修会を11/27と12/23の2回開催した
（県委託）。
　看護教員養成講習会については、
コロナ禍による実習受入や県外受講
者への対応等の課題を乗り越え、本
学教員および山形大学と県内の看護
専門学校の教員の協力も得て、当初
の計画通り授業・演習を実施し、14
名が修了した。
　地域医療体験セミナーは受け入れ
先医療機関と実施に向け年明けまで
調整を行ったが、コロナ禍により実
施を断念した。

Ａ

　関係機関と協力し、
本学教員の知見や経
験、ノウハウを活用
し、県内看護職に係る
人材養成や技術力向上
に向けた各種事業を実
施したか。

Ａ 67

　大学コンソーシアムやまがたの活動
に積極的に参画するとともに、県立米
沢栄養大学をはじめ他大学との連携を
推進する。

　大学コンソーシアムやまがたの活動
案内を学生及び教職員へ周知し、事業
への参加を促すほか、置賜地域での公
開講座を米沢栄養大学と共同開催する
等他大学との連携を推進する。

　大学コンソーシアムやまがたの活
動案内については、その都度メール
や掲示等で周知し参加を促した。ま
た大学コンソーシアムやまがたの
Webサイトを活用し、新型コロナ感
染予防のためWeb開催となったオー
プンキャンパス等の周知を行った。
　米沢栄養大学と共同で実施してい
る公開講座については、今年度は誌
上開催として作成した冊子を関係機
関と希望者に配布した。例年９月下
旬に実施している米沢栄養大学２年
生の学外研修の受け入れについて
は、学生への感染防止の観点から今
年度は中止した。
　広報・社会貢献委員会と連携しな
がら、大学コンソーシアムやまがた
の活動を、学生及び教員に対して周
知した。
　また、大学コンソーシアムやまが
たのFD研修会のパネリストとして本
学教員が参加し、コロナ下での遠隔
授業の取組みについて報告を行っ
た。（２月９日開催・参加者11機関
71名）

Ａ

　大学コンソーシアム
やまがたの活動案内を
学生及び教職員へ周知
し、事業への参加を促
すほか、置賜地域での
公開講座を米沢栄養大
学と共同開催する等、
他大学との連携を推進
したか。

Ａ 68

（３）他大学との連携
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

　各種アンケート結果等を踏まえ、
オープンキャンパスや入試説明会の充
実を図る。

これまでのオープンキャンパスの
アンケート結果や学内教職員からの
意見を踏まえ、入学者受入方針、入
試制度、学科ごとの特色・授業風
景、学生生活の状況など、ウェブ
オープンキャンパスの動画について
充実を図った。
　また、中止したオープンキャンパ
スに替わるものとして、令和３年度
入試からの新たな選抜方法などに対
する、受験生やその保護者の疑問や
不安を解消するため、10月に対面式
の入試相談会を実施し、事前申し込
みがあった25組（１組２名）の参加
があり、学科教員及び事務局が説明
を行った。

Ａ

　各種アンケート結果
等を踏まえ、オープン
キャンパスや入試説明
会の充実を図ったか。

Ａ 69

　高校１年生を対象とした看護師体験
セミナーを継続して開催し、本学への
理解を深めてもらうとともに看護職を
目指す動機付けを図る。

　新型コロナウイルス感染拡大に伴
い、看護師体験セミナーは中止と
なったが、ウェブオープンキャンパ
スや県内の高校での進路相談会に10
回参加し、出前模擬講義を５回実施
したことにより、高校生に対して本
学の理解を深めてもらうとともに、
看護職を目指す動機付けを図った。

Ａ

　高校１年生を対象と
した看護師体験セミ
ナーを継続して開催
し、本学への理解を深
めてもらうとともに看
護職を目指す動機づけ
を図る機会としたか。

Ａ 70

ア　本県を取り巻く保健・医療・福祉
の課題やアンケート結果を踏まえた県
民の関心が高い適切なテーマを設定し
た公開講座を県内各地で開催する。ま
た、実施した公開講座については年度
ごとに報告書として記録し、資料とし
て県民が活用できるよう整備する。

　一般県民を対象に健康と福祉をテー
マにした公開講座を村山、最上、置
賜、庄内の４地域で開催する。また参
加者にアンケートを実施し、講義内容
への要望や地域のニーズを把握し今後
の講座の在り方等について検討を行
う。

新型コロナウイルス感染症の影響
により、対面式の公開講座の実施が
困難であったことから、今年度は誌
上開催とし、関係機関と申込みの
あった40名に冊子を送付した。配布
の際はアンケート用紙を同封し、意
見や要望を聴取し、県民の要望や
ニーズを把握して今後の計画に活用
していく。また、一部を除いて機関
リポジトリに掲載することが決定し
ており、県民の利用に供することと
している。

Ａ

　一般県民を対象に健
康と福祉をテーマにし
た公開講座を実施した
か。また参加者にアン
ケートを実施し、講義
内容への要望や地域の
ニーズを把握し今後の
講座の在り方等につい
て検討を行ったか。

Ａ 71

　県内の高等学校への学校訪問や大学
からの出前講義を積極的に行うととも
に、オープンキャンパスや入試説明会
の充実を図る。
　また、高校生を対象とした看護師体
験セミナーを開催するなど、医療技術
職への理解を深め、魅力を伝える取組
を推進する。

（５）県民への学びの機会の提供

（４）高等学校等との連携
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

　海外の研究者を招へいし学内で講義
や講演を実施する場合、県内の医療従
事者に対しても広く開放し学びの機会
を提供する。

作業療法学科で、国際交流事業及
び「作業療法国際比較論」として、
コロラド州立大学の教員によるオン
ライン会議アプリを使用した講義を
実施した（９月30日・10月１日開
催、学部生19名・院生３名受講）ま
た、海外で活躍する医療従事者を講
師に、現地の医療福祉体制や現在の
コロナ禍での状況等についてオンラ
インで講演いただくこととし、本学
学生のほか、県内の医療従事者へも
案内を行う予定で調整を行っていた
が、感染拡大が続いている状況で講
師側の都合がつかず実施には至らな
かった。

Ａ

　海外の研究者を招へ
いし学内で講義や講演
を実施する場合、県内
の医療従事者に対して
も広く開放し学びの機
会を提供したか。

Ａ 72

　県内の看護職や理学療法士、作業療
法士を対象に専門的知識・技術の向上
のための技術研修会を本学教員が講師
となり学科ごとに実施する。また、次
期計画に向けて検討を行う。

　理学療法学科及び作業療法学科で
は、県内に勤務する理学療法士及び
作業療法士を対象としてオンライン
による講習会を開催した。理学第１
回「新型コロナウイルスについて」
11月14日・８名、理学第２回「科学
的根拠に基づく理学療法について」
11月29日・11名、作業「症状からみ
る認知症と接し方パート５」２月９
日・45名の参加があった。また、看
護学科では、県内の看護職を対象に
「シミュレー ション教育方法の検
討」をテーマにオンラインによる講
習会を開催し、17名の参加があっ
た。

Ａ

　県内の看護職や理学
療法士、作業療法士を
対象に、専門的知識・
技術の向上のための技
術研修会について、本
学教員が講師となり学
科ごとに実施したか。
また、次期計画に向け
て検討を行ったか。 Ａ 73

イ　県内の看護や理学療法、作業療法
の各分野の従事者を対象として、本学
教員を講師とした技術研修会の開催
や、海外研究者等を招へいして実施す
る特別講義を開放するなど、地域の保
健医療等関係者の資質向上に寄与する
取組内容の充実を図る。
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

ウ　課題解決型高度医療人材養成プロ
グラム採択事業により県内看護師等の
リカレント教育を実施する。

　地元ナース事業のリカレント教育等
について、文部科学省の職業実践力育
成プログラムの認定を受けた「小規模
病院等看護ブラッシュアッププログラ
ム」をはじめとした多岐にわたる各種
メニューを実施するとともに、次期中
期計画期間中の実施内容について、プ
ログラム参加者や関係機関等の意見も
踏まえ検討を行う。

　文部科学省の職業実践力育成プロ
グラム認定「小規模病院等看護ブ
ラッシュアッププログラム（以下
BP）」を10月～12月に実施し、総数
15名（全科目履修6名、単元履修9
名）が受講した。
　BP全科目履修生を対象としたフォ
ローアップ研修は8月から1名が受講
した。
　小規模病院等看護職の交流を目指
すJナースカフェを2回（11/27・
3/24）、診療所看護職対象の看護up
to dateを３月に開催した。いずれ
もリモートで実施した。
　協力病院会議（3/1）や地元ナー
ス懇談会（3/5）を通し、次期中期
計画に向けた検討を行った。

Ａ

　地元ナース事業のリ
カレント教育等につい
て、文部科学省の職業
実践力育成プログラム
の認定を受けた各種メ
ニューを実施するとと
もに、次期中期計画期
間中の実施内容につい
て、プログラム参加者
や関係機関等の意見も
踏まえ検討を行った
か。

Ａ 74
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

　地域で大規模災害が発生した場合
は、地元自治体との連携のもと、大学
施設の開放や本学の人的資源を活用し
た救護活動支援など復旧支援活動に最
大限協力する。

　大規模災害が発生した場合に備え、
防災訓練の実施等安全確保に向けた取
り組みを行うほか、教員による被災者
支援や学生のボランティア活動など、
状況に応じた対応を行えるよう、課題
の整理、検討を行う。

10月９日に火災を想定した避難訓
練のほか、大規模災害発生時に学生
の安否を速やかに確認するために導
入している安否確認サービスの模擬
訓練を、学生及び教職員を対象に実
施した。また、2月13日の地震の際
に、同サービスを活用し安否確認を
行った。

Ａ

　大規模災害が発生し
た場合に備え、防災訓
練の実施等安全確保に
向けた取り組みを行う
ほか、教員による被災
者支援や学生のボラン
ティア活動など、状況
に応じた対応を行える
よう、課題の整理、検
討を行ったか。

Ａ 75

ア　学生が海外の先進的な知識や技術
を実地で触れることができるよう、本
学と海外交流協定締結校との間で実施
している国際交流事業について、参加
学生アンケートや他大学の実施状況等
を参考に、内容の充実を図りながら継
続的に実施する。

　学生が、海外の保健医療についての
知識や技術、現地の文化に直に触れ、
国際的な視野を拡げることができるよ
う、国際交流事業について、引き続き
コロラド大学及びコロラド州立大学と
の交流を中心に継続して行っていく。

　コロラド州立大学との交流事業に
ついては、令和２年３月に交流協定
の更新を行った。（作業療法学科・
協定期間：令和７年３月まで）ま
た、コロラド大学との交流事業につ
いては、令和２年10月に交流協定を
更新し、オンラインによる調印式を
開催した。（看護学科・理学療法学
科　協定期間：令和７年10月まで）
なお、双方の学生が交流大学を訪問
する研修事業については昨年に引き
続き中止となった。代替事業とし
て、オンラインによる学生同士の交
流や、コロラド州立大の教員による
講義を３月中に開催予定であった
が、コロラド州立大内での調整がつ
かず、４月に延期されることとなっ
た。
　また、海外で活躍する医療従事者
を講師に、現地の医療福祉体制や現
在のコロナ禍での状況等についてオ
ンラインで講演いただく予定であっ
たが、感染拡大が続いている状況で
講師側の都合がつかず実施には至ら
なかった。

Ａ

　国際交流事業につい
て、コロラド大学及び
コロラド州立大学との
交流を継続して行った
か。

Ａ 76

４　国際交流に関する目標を達成するための措置

（６）大規模災害発生時の協力
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

イ　本学の教員や学生の国際学会への
出席や、外国の研究者を招へいしての
講演会の開催など、海外との教育研究
交流について活性化を図る。

　教員の国際学会への出席を促進する
ため学内支援制度の活用を奨励するほ
か、国際交流協定締結校等からの研究
者招へい、学生受け入れなどにより、
海外との教育研究交流の活性化を図
る。

　作業療法学科では、国際交流事業
及び「作業療法国際比較論」とし
て、オンライン会議アプリを利用
し、コロラド州立大学の教員が講演
を行った。（９月30日・10月１日
学部生19名、院生３名受講）
また、学生同士の交流をリモートで
実施した。（10月８日コロラド州立
大８名　本学19名参加）

Ａ

　学内支援制度の活用
を奨励するほか、海外
との教育研究交流の活
性化を図ったか。

Ａ 77

ウ　国内外に広く本学を広報するた
め、本学ホームページ及び大学案内パ
ンフレットの外国語表記版の内容の改
善、充実を図る。

　大学ウェブサイト及び大学案内パン
フレット外国語表記版の調製を行い国
内外に広く広報する。

本学ウェブサイトやパンフレット
の英語版について更新を行ったほ
か、ウェブサイトに掲載を行った。

Ａ

　大学ウェブサイト及
び大学案内パンフレッ
ト外国語表記版の調製
を行い、国内外に広く
広報したか。

Ａ 78
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番

ア　法人の理事や、経営審議会委員及
び教育研究審議会委員について、外部
有識者等を登用し、学外の広く斬新な
意見を取り入れるなど大学運営の透明
性の向上を図る。

　理事、経営審議会委員及び教育研究
審議会委員については、それぞれ複数
の外部有識者等を委嘱し、透明性の高
い大学運営を行う。

　学外から理事２名、経営審議会
委員４名（うち２名は学外理
事）、教育研究審議会委員３名の
有識者を委嘱し、法人及び大学の
運営等に関する諸事項の協議にお
ける運営の透明化を図った。

Ａ

　理事、経営審議会
委員及び教育研究審
議会委員について
は、それぞれ複数の
外部有識者等を委嘱
し、大学運営の透明
化を図ったか。

Ａ 79

イ　学内の各種委員会については、大
学を取り巻く状況の変化や教育研究上
の諸課題を踏まえ、適宜所掌事務の見
直しや組織の改編を行う。

学内の各種委員会の運営について、
適切かつ効率的な委員会運営を進める
ため、審議目的や目標を明確にし、課
題を整理、検討するとともに、運営状
況を点検、評価する。

　各委員会の審議内容や運営状況
等について、総務調整委員会にお
いて確認し、情報共有を行った。
また３月に開催した内部質保証会
議において、評価委員会、内部統
制委員会、内部質保証会議につい
てそれぞれの目的と役割を整理す
るとともに、本学の重点課題につ
いて、所管する学内委員会で継続
して取組むこととした。運営状況
については、年度計画実績で確認
を行った。

Ａ

学内の各種委員会
の運営について、審
議目的や目標を明確
にし、課題を整理、
検討するとともに、
運営状況を点検、評
価したか。

Ａ 80

教育研究の高度化や社会の変化、地
域のニーズ等を踏まえ、助産師養成課
程のあり方や、行政保健師や専門看護
師など高度な専門性を求められる人材
の育成など様々な見地から教育研究組
織上の課題を把握・検証し、時勢に対
応した組織・制度の見直しを進める。

 学内の各種委員会における議論を踏
まえ、改善するべき諸課題を整理、検
討する。

 令和４年４月から施行される
「保健師助産師看護師学校養成所
指定規則改正」（令和２年10月改
正）に伴い、学内の各種委員会に
おける議論を踏まえ、看護学科が
中心となり、ディプロマ・ポリ
シー、カリキュラム・ポリシー及
び具体的カリキュラムについて検
討を行っており、令和３年９月に
文部科学省へ変更承認申請を提出
することとしている。

Ａ

　学内の各種委員会
における議論を踏ま
え、改善するべき諸
課題を整理、検討し
たか。

Ａ 81

中期計画

第３　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

２　教育研究組織の改善に関する目標を達成するための措置

１　運営体制の改善に関する目標を達成するための措置
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

ア　業績評価制度を踏まえた教員の士
気向上や他機関との人材交流など、本
学の特性を踏まえた観点から人事の活
性化方策を検討し、優れた教員の継続
的な確保に努める。

　本学の教育研究等の一層の向上と活
性化を図るため、教員業績評価を引き
続き実施する。

令和元年度の教員業績評価を行
い、学長の最終評価を通知した。
令和2年度の業績についても同様
に評価を行うこととし、教員に年
度業績の提出を依頼した。

Ａ

　教員業績評価を引
き続き実施したか。

Ａ 82

イ　教員の採用等については、手続き
や選考基準を明確にし、公正で透明性
の高い制度の運用を図る。

　選考規程及び基準に基づき、教員の
任用を行う。

　選考規程及び基準に基づき、適
正に教員の任用を行った。

Ａ

　選考規程及び基準
に基づき、教員の任
用を行ったか。

Ａ 83

ウ　専門教育の充実を図るため、臨床
(臨地)教授制度の導入の検討、整備を
図る。

（対応済）

エ　事務職員について、設立団体派遣
職員から法人採用職員への計画的な切
替を図り、法人の特性にあった専門
性、継続性に配慮した人材の確保・育
成に努める。

　事務局職員の法人採用職員へ切替え
について、円滑な移行が行えるよう検
討を進める。

　法人採用職員への切り替えにつ
いては、円滑な事務執行の観点か
ら、任用制度及び採用計画の検討
を行った。

Ａ

事務局職員の法人
採用職員へ切替えに
ついて、円滑な移行
が行えるよう検討を
進めたか。

Ａ 84

３　人事の適正化に関する目標を達成するための措置

（１）人材の確保
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

　教員の業績評価を継続して実施する
とともに、内容や評価結果を処遇へ反
映させる仕組みを検討するなど、制度
の改善・充実を図る。

　教員業績評価制度及びＧＰ貢献者・
若手教員奨励制度を引き続き実施す
る。

　学長が、業績評価をもとに最優
秀者及び若手教員奨励賞受賞者を
選定し、表彰するとともに、個人
研究費の追加配分を行った。

Ａ

教員業績評価制度
及びＧＰ貢献者・若
手教員奨励制度を引
き続き実施したか。

Ａ 85

　各種契約の際には、契約期間等を見
直し、契約事務が一時期に集中しない
よう平準化を図るなど効率的な事務処
理を行なうとともに、継続的に事務の
洗い出しや整理統合等を進め、事務の
簡素化を図る。

　事務処理事例集を作成・活用し、事
務処理の統一化及び効率化を図る。

　事務処理の統一化及び効率化を
図るため、職員が共通して閲覧で
きるフォルダ内の事務処理事例集
に新たに19件の事例を追加し、共
有化を図った。

Ａ

事務処理事例集を
作成・活用し、事務
処理の統一化及び効
率化を図ったか。 Ａ 86

４　事務等の効率化、合理化に関する目標を達成するための措置

（２）業績評価制度の改善
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番

ア　文科省科研費、厚生労働科研費等
国や民間研究団体の競争的資金や、共
同研究、受託研究などによる外部研究
資金の獲得に関する情報収集や申請に
あたっての支援を行い、外部資金獲得
の向上を目指す。

競争的資金募集の情報を学内ネット
掲示板に掲載するとともに図書館で供
覧するほか、各学科において研究計画
書作成説明会や科研費獲得会議を開催
する。

競争的資金募集の情報を学内
ネット掲示板に掲示するととも
に、図書館で供覧した。また、各
学科において科研費アドバイザー
を選定し、研究計画書作成説明会
や科研費獲得検討会議を開催し、
39名（看護学科16名、理学療法学
科11名、作業療法学科12名）が参
加した。また、研究計画調書作成
の個別相談に対する助言が１件
あった。
科研費アドバイザーによる研究計
画調書作成説明会に科研費獲得会
議を併せて開催している学科があ
ることから、令和３年度に向け科
研費獲得会議の在り方を検討して
いく。

Ａ

競争的資金募集の
情報を学内ネット掲
示板に掲載するとと
もに図書館で供覧す
るほか、研究計画書
作成説明会や科研費
獲得会議を開催した
か。

Ａ 87

イ　外部研究資金を獲得した教員につ
いて講じている教育研究上の優遇措置
を拡充するなど、獲得に対するインセ
ンティブを付与する仕組みの充実を図
る。（再掲）

科研費を獲得した教員に対して、本
学の研究費配分における優遇制度を実
施する。（再掲）

令和２年度科研費を獲得した教
員名に対して、個人研究費の増額
配分（職位による傾斜配分）を
行った（内訳：教授２名、准教授
３名、講師３名、助教１名）。
（再掲）

Ａ

研究費配分におけ
る優遇制度を実施し
たか。（再掲）

Ａ 88

授業料収入について、滞納が発生し
た場合は原因を調査し速やかな解決に
努める。

令和２年度は滞納は発生しな
かった。

Ａ

授業料収入につい
て、滞納が発生した
場合は原因を調査し
速やかな解決に努め
たか。

Ａ 89

多様な収入の確保について、科研費
等の外部資金のさらなる確保に努め
る。

科研費獲得を目的とするセミ
ナーの開催情報について学内周知
を図り、研究者へ参加を促した結
果、１名が参加した。

Ａ

多様な収入の確保
について、科研費等
の外部資金の更なる
確保に努めたか。

Ａ 90

（数値目標）（再掲）科学研究費補助金の申請件数を、申請可能件数の90％以上を目指す。

中期計画

第４　財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

（２）その他自己収入の確保

１　自己収入の確保に関する目標を達成するための措置

（１）外部研究資金の獲得

　大学の財政基盤安定のため、授業料
や入学料収入等の安定的な確保を図る
とともに、先行事例を参考に多様な収
入の確保に努める。
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

イ　経費節減を全学的に推進するた
め、職員のコスト意識の徹底を図る。

　機会を捉えて経費節減について周知
を図り、全職員のコスト意識を喚起す
る。

　学内会議等で、法人の決算状況
や予算動向を説明する中で、コス
ト意識を喚起した。

Ａ

経費節減について
周知を図り、全職員
のコスト意識を喚起
したか。

Ａ 92

ア　施設設備の整備・更新にあたって
は、省エネルギー性の高い設備を導入
するなど、環境負荷に配慮した取組み
を行う。

　施設設備の更新・修繕の際には、省
エネルギー化について検討のうえ対応
する。

　主に照明器具の安定器交換等の
修繕の際には、原則ＬＥＤ照明へ
切り替えることとし、計６室・23
箇所の切り替えを行った。

Ａ

省エネルギー化に
ついて検討のうえ対
応したか。 Ａ 93

イ　手許資金の運用に当たっては、
「資金管理方針」に基づき、安全かつ
効果的に行う。

　資金管理方針に基づき、余裕金の安
全かつ効果的な運用を行う。

　資金管理方針に基づき、余裕資
金の安全かつ効果的な運用を行っ
た。 Ａ

　余裕金の安全かつ
効果的な運用を行っ
たか。 Ａ 94

２　経費の効率化に関する目標を達成するための措置

ア　エネルギー消費量の削減など、継
続的に事務経費削減に効果的な取組み
を進める。

空調設備の運転スケジュール等につ
いて継続的に見直し、電気等使用量の
節約に努める。

各室の使用状況を確認しなが
ら、随時、空調設備の運転スケ
ジュールの見直しを行った。ま
た、学内電子メール等により各室
の電源オフについての注意喚起を
行うとともに、定期的に各室を巡
回し使用していない室の電源オフ
に努めた。

Ａ

　空調設備の運転ス
ケジュール等につい
て継続的に見直し、
電気等使用量の節約
に努めたか。 Ａ

３　資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置

91

（数値目標）

管理的経費について、効率的な

執行に取り組むことにより毎年

1.0％以上の節減を目指す。
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番

ア　法人運営や教育研究活動等全般に
わたり適切な自己点検・自己評価を行
うため、点検・評価項目や実施手法等
について継続的な改善・見直しを図
る。

　ＰＤＣＡサイクルによる自己点検・
評価を確実に実行し、次年度計画に反
映される評価スキームの構築に取り組
む。

　自己点検・評価結果は、例年ど
おり大学ウェブサイトに掲載し
た。次期中期計画については、
Check（評価）がAct（改善）に反
映されるよう、アクションプラン
の運用と併せ実施方法の見直しを
行う。

Ａ

　ＰＤＣＡサイクル
による自己点検・評
価を確実に実行し、
次年度計画に反映さ
れる評価スキームの
構築に取り組んだ
か。

Ａ 95

中期計画

第５　自己点検、評価及び情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置

１　評価の充実に関する目標を達成するための措置
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

　自己点検、評価及び外部評価の結果
を踏まえ、教育研究活動の充実を図
る。

令和２年度前期授業について
は、新型コロナウイルス感染症の
影響により、遠隔授業や感染防止
対策を講じた対面授業の実施な
ど、例年とは異なる対応となった
ことから、その実施状況と課題を
明らかにし、今後の教育環境改善
に活用することを目的に、５月に
学生を対象としたアンケートを実
施し、約８割の学生が回答した。
５月に実施した遠隔授業につい
て、９割以上が「理解できる」、
９割以上が「教員との双方向性が
確保できている」と回答した。
同じく５月に教員を対象としたア
ンケートを実施し、約７割が回答
した。約９割が「遠隔授業の準備
に負担がある」と回答した。トラ
ブルを経験した教員も多かった一
方で、「遠隔授業が今後の教育に
活かすことができる」など、具体
的な意見が寄せられた。
更に、９月に実施した学生を対象
としたアンケートでは、４割の回
収率であった。前期は遠隔授業と
対面授業の両方行ったが、半数以
上が「戸惑いはなかった」と回答
した。また、同時期に学内教員と
非常勤教員にも調査を行ってお
り、「遠隔授業」や「感染対策を
行いながらの対面授業」につい
て、それぞれに学修効果を上げる
ための工夫をしていることが明ら
かとなった。

Ａ

自己点検、評価及
び外部評価の結果を
踏まえ、教育研究活
動の充実を図った
か。

Ａ

　学生対象のアンケートにつ
いて、前期は8割の学生が回答
していますが、後期は回収率4
割と差がとても大きいようで
す。回収率が低ければ、的確
な評価や問題点の把握につな
がらないため、回収率を上げ
る取り組みが必要と感じま
す。

96

イ　自己点検、評価及び外部評価の結
果を踏まえ、現状の課題や問題点を的
確に把握するとともに、その対策を効
果的に講じることにより、教育研究活
動や大学全体の内部質保証の充実を図
る。
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

　ＰＤＣＡサイクルによる自己点検・
評価の実施内容を精査し、Check（評
価）の視点・内容及びAct（改善）の
実践、Plan（計画）への反映が行われ
ているかを確認する。
また、より客観的な視点で実績評価を
行う方法の導入について検討する。

次期中期計画については、
Check（評価）がAct（改善）に反
映されるよう、アクションプラン
の運用と併せ実施方法の見直しを
行う(再掲）
客観的な視点で実績評価を行うた
め、極力数値目標を設定する。

Ａ

ＰＤＣＡサイクル
による自己点検・評
価の実施内容を精査
し、Check（評価）
の視点・内容及び
Act（改善）の実
践、Plan（計画）へ
の反映が行われてい
るかを確認したか。
また、より客観的な
視点で実績評価を行
う方法の導入につい
て検討したか。

Ａ 97

　「本学で重視する項目及び法人実施
計画以外の項目」について、検討を行
い、次期中期計画へ反映する。

　次期計画においても同項目を継
続して課題とすることとした。

Ａ

　次期中期計画へ反
映させたか。

Ａ 98

- 51 -



令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

ア　財務情報や大学の目標・計画、外
部評価の結果等法人の運営に関する諸
事項について積極的に公表する。

　本学ウェブサイトにより、法人運営
関係事項の積極的な公表を行う。

　法人の財務状況、目標・計画、
審議会の議事録、山形県公立大学
法人評価委員会による評価結果等
を本学ウェブサイトで公開した。

Ａ

本学ウェブサイト
により、法人運営関
係事項の積極的な公
表を行ったか。

Ａ 99

　高校生に本学の存在を身近に感じて
もらうための広報活動として、大学案
内の改訂を行うとともに、本学学部生
からの出身高校向けのメッセージカー
ド作成を継続する。

　大学案内について、理学・作業
療法学科における新カリキュラム
を反映するなどの改訂を行った。
また、本学学部生からの出身高校
向けのメッセージカードを作成
し、12月に県内２校、県外２校あ
てに送付した。 Ａ

大学案内の改訂を
行うとともに、本学
学部生からの出身高
校向けのメッセージ
カード作成を継続し
たか。

Ａ 100

イ　大学の特色や魅力を広く内外に発
信するため、ホームページや入学案内
冊子などの情報発信媒体の充実及び有
効活用を図るとともに、オープンキャ
ンパス等多様な広報機会を通じて広報
の強化を図る。

２　情報公開の推進に関する目標を達成するための措置
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

新規事業・イベント・授業内容・学
生生活・学生の活躍・教員の研究成果
等の情報について、本学ウェブサイト
やTwitter、プレスリリース等を通じ
て国内外に継続的な発信をする。ま
た、国際交流の実績なども発信してい
く。

入学者受入方針や本学の特色等を発
信するための動画を作成し、９月から
翌年３月までウェブオープンキャンパ
スとして、広く全国に向けて発信し
た。このウェブオープンキャンパスで
は、全16コンテンツについて、のべ約
5,000回の視聴があり、令和３年度学
部入学者選抜試験の出願者数が前年度
比77人増（４つの選抜試験に係る出願
者数：367人）となった。なお、１コ
ンテンツ当たりの視聴回数が最大約
400回から最小約200回と開きが大きい
ことから、内容の見直しを行ったうえ
で、令和３年度も継続して実施する予
定である。（再掲）
新規事業・イベント・授業内容・学生
生活・学生の活躍・研究成果等の情報
について、ウェブサイトやTwitter等
で地域に発信した。今年度はコロナ禍
により学生の行動も制限され、各種イ
ベントも中止となったことで、ツイー
トする機会が少なかったが、年間で67
件のツイートを行い、3月末のフォロ
ワーは407名となっている。また、公
開講座の講義内容を機関リポジトリに
掲載し、公開予定である。
また、県内中学生を対象に配布される
「職業ガイドブック」に広告及び現在
県内の医療機関に勤務する卒業生のコ
メントを掲載した。進路について検討
を始める時期の生徒に向けて大学の認
知度を高める効果が期待できる。

Ｓ

本学ウェブサイト
やTwitter、プレス
リリース等を通じて
国内外に継続的な発
信をしたか。また、
国際交流の実績など
も発信したか。

Ｓ 101
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

広報・社会貢献委員会のウェブサイ
ト編集・管理部門が中心となって、コ
ンテンツの定期的な更新を行う。ま
た、時代に合わせたウェブサイトの構
築に向けた体制作りや検討を行ってい
く。

ウェブサイトコンテンツの定期
的な更新や、時代に合わせたウェ
ブサイトの構築に向けた検討のた
め、入試委員会事務局職員が広
報・社会貢献委員会に参加し、連
携を強化したことにより、１件ご
とにページを作成していた「保健
医療学研究科からのお知らせ」を
一覧形式に改め視認性を高めると
ともに、研究指導教員情報の定期
的な更新を支援した。
広報・社会貢献委員会のウェブサ
イト編集・管理部門においてサイ
ト内の点検を行った。コンテンツ
の定期的な更新を行うことで最新
の状態を保つよう、更新のルール
等の見直しを行った。現在、写真
の更新やデータの整理を行ってい
る。

Ａ

　広報・社会貢献委
員会のウェブサイト
編集・管理部門が中
心となって、コンテ
ンツの定期的な更新
を行ったか。また、
時代に合わせたウェ
ブサイトの構築に向
けた体制作りや検討
を行ったか。

Ａ 102

大学公式Twitterや大学マスコット
キャラクター「ワイワイ」は、大学ブ
ランド力向上のために継続して学内・
学外への情報発信に活用していく。

10月に開催する入試相談会にお
いて、参加者への資料配布用とし
て大学マスコットキャラクター
「ワイワイ」を使用したオリジナ
ルトートバッグを、参加した全25
組に無償で提供した。
大学公式Twitterについて、取り
扱いを明確にし、効果的に活用し
ていくため、運用ガイドラインを
策定した。
また、各種研修会の資料や封筒な
どに本学のマスコットキャラク
ターを登場させるなど、キャラク
ターを活用した大学の認知度アッ
プに努めた。

Ａ

　大学公式Twitter
や大学マスコット
キャラクター「ワイ
ワイ」等を活用し
て、大学ブランド力
向上のために継続し
て学内・学外への情
報発信に活用した
か。

Ａ 103
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

ウ　情報公開制度及び個人情報保護制
度に関しては、学内規程に基づき、適
切に運用する。

　情報公開及び個人情報保護に関して
は、法人の規程に基づき適切に運用す
る。

　情報公開及び個人情報保護につ
いては、法令及び法人の規程に基
づき、適正に対応した。 Ａ

　情報公開及び個人
情報保護に関して、
法人の規程に基づき
適切に運用したか。

Ａ 104
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番

　全学生を対象に健康診断及びHBs抗
原抗体検査、HBワクチン接種を実施す
るほか、新入学生を対象に麻疹や風疹
等の有無を本人から確認するととも
に、抗体価検査を実施しワクチン接種
を勧奨する。

新型コロナウイルス感染防止の
ため、回数と人数を分けて健康診
断を実施している。（９月に２回
実施、10月に１回実施。）
　併せてHBs抗原抗体検査を実施
するとともに、HBワクチン接種を
12月と１月に実施した。
　また、新入学生を対象に麻疹や
風疹等予防接種の有無を本人から
確認するとともに、抗体価検査を
実施しワクチン接種を勧奨した。
　新型コロナウイルス感染症予防
対策として、学内行動等ガイドラ
インや感染症対策10か条等を作成
し学生及び教職員に周知・徹底し
ている。

S

　全学生を対象に健康
診断及びHBs抗原抗体
検査、HBワクチン接種
を実施するほか、新入
学生を対象に麻疹や風
疹等の有無を本人から
確認するとともに、抗
体価検査を実施しワク
チン接種を勧奨した
か。

S 105

　職員の健康管理のため、定期健康診
断をはじめとする各種の取組みを行
う。

　定期健康診断を実施し、人間
ドック等による免除者を除いた全
職員が受診した。あわせて全職員
に対してストレスチェックを実施
した。
　職員の健康障害の未然防止、健
康の保持増進を図るため、毎月衛
生委員会を開催した。また、衛生
委員会が主体となり、食中毒の予
防喚起やインフルエンザの注意喚
起を実施した。

Ａ

職員の健康管理のた
め、定期健康診断をは
じめとする各種の取組
みを行ったか。

Ａ 106

　安全、防犯、災害対策等の観点か
ら、施設・設備等を適時点検するとと
もに、危機管理マニュアルのアップ
デートを行う。また、災害発生時に備
え、防災訓練を実施する。

　危機管理対応マニュアルは毎年
度見直しを行っている。10月９日
に防災訓練を実施し、安否確認
サービスの利用方法についても併
せて周知を行った。

Ａ

　 施設・設備等を適
時点検するとともに、
危機管理マニュアルの
アップデートを行った
か。また、災害発生時
に備え、防災訓練を実
施したか。

Ａ 107

１　安全管理に関する目標を達成するための措置

中期計画

第６　その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置

ア　健康診断の実施や感染症対策、健
康啓発の推進等、学生及び職員の健康
管理を支援するための取組みを進め
る。

イ　安全、防犯、災害等に備え、施設
等を適時点検するとともに、大規模な
災害や事故等の発生に備えた学内の組
織体制や対応マニュアル等について、
社会情勢や気象の激甚化に応じた見直
しを図るとともに、有事を想定した実
践的な訓練を行う。
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

　学内外における交通事故防止のた
め、適正な自動車･自転車等の運転、
並びに、構内での駐車･駐輪について
の注意喚起等を行う。特に自転車につ
いては県条例に基づき、安全で適正な
利用がなされるよう啓発を行う。

　学内外における交通事故防止の
ため、適正な自動車･自転車等の
運転、並びに、構内での駐車･駐
輪についての注意喚起等を行っ
た。さらに新たな取組みとして、
ＪＡＦから講師を招き、雪道での
自動車の運転が初めてとなる学部
の１年生を対象とした雪道交通安
全講習会を行った。

S

　学内外における交通
事故防止のため、適正
な自動車･自転車等の
運転、並びに、構内で
の駐車･駐輪について
の注意喚起等を行った
か。特に自転車につい
ては県条例に基づき、
安全で適正な利用がな
されるよう啓発を行っ
たか。

Ａ 108

ウ　高度情報化社会における大学の情
報資産のセキュリティの確保につい
て、ICT技術の進展等を踏まえた見直
しを行い適切な対応を行う。

　情報セキュリティポリシーに基づ
き、適切な学内情報ネットワークの維
持管理及び安全な利用に向けた注意喚
起を行う。

　新入生に対し学内ネットワーク
の説明を行うと共にセキュリティ
対策に関する注意喚起を行った。

Ａ

　情報セキュリティポ
リシーに基づき、適切
な学内情報ネットワー
クの維持管理及び安全
な利用に向けた注意喚
起を行ったか。 Ａ 109
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

ア　教職員については、研修会等をと
おして人権意識の高揚と各種ハラスメ
ントの防止を図る。

　教職員に対し、人権意識の高揚を図
るための研修会を実施し、より効果的
な研修会の方法・内容について検討す
る。
　また、教職員向けパンフレットを活
用して、各種ハラスメントの防止を図
る。

 コロナ禍により、教職員を集め
た研修会は実施できなかったが、
公立大学協会がリモートで行った
ハラスメント防止のためのセミ
ナーについて教職員に周知し、参
加を促した。
 また、教職員向けパンフレット
を活用して、各種ハラスメントの
未然防止に努めている。

Ａ

　教職員に対し、人権
意識の高揚を図るため
の周知を行ったか。
　また、教職員向けパ
ンフレットを活用し
て、各種ハラスメント
の防止を図ったか。

Ａ 110

イ　学生については、入学時のガイダ
ンスや講義・研修をとおして人権問題
の理解と意識の向上を図る。

 年度当初オリエンテーションにおい
て、学生を対象にハラスメント又は人
権問題に関する研修会を開催するとと
ともに、ハラスメントに関するパンフ
レットを配布し、未然防止の徹底を図
る。

６月に開催した１年生対象のオ
リエンテーションにおいて、相談
窓口の紹介とともにハラスメント
に関する意識づけを行った。
また、全学生に対してハラスメン
ト未然防止のパンフレットを配布
し周知を図った。

Ａ

　学生を対象にハラス
メント又は人権問題に
関する研修会を開催す
るととともに、ハラス
メントに関するパンフ
レットを配布し、未然
防止の徹底を図った
か。

Ａ 111

２　人権に関する目標を達成するための措置
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令和２年度　年度計画 令和２年度　年度実績

自
己
評
価

評価の視点
評
価

委員会からの意見等 連番中期計画

ア　全ての教職員及び学生に対し、機
会あるごとに関係法令等の遵守につい
て研修・啓発を図る取組を進める。

　教職員及び学生に対して、機会を捉
え法令等の遵守について啓発を図る。

　教職員及び学生に対して研修・
啓発を図るべき関係法令等につい
て、研修会の開催や会議等での周
知を行った。

Ａ

　教職員及び学生に対
して、機会を捉え関係
法令等の遵守について
啓発を図ったか。

Ａ 112

　教職員を対象にコンプライアンス教
育を実施し、不正事例、国の不正への
対応内容について周知し、不正防止対
策を徹底するとともに、新規採用教職
員に向けて研究費の取扱いについて説
明会を開催する。

　研究倫理研修会と合わせて教職
員対象にコンプライアンス教育を
実施し、不正防止対策の徹底を図
るとともに、事務職員７名に対
し、研究倫理研修会の撮影動画の
視聴依頼を行い、全員が視聴し
た。
 また、事務局で新規採用教職員
を対象に「研究費取扱の手引き」
を配付し、年３回、７名に対し説
明を行った。

Ａ

教職員を対象にコン
プライアンス教育を実
施し、不正防止対策を
徹底するとともに、新
規採用教職員に向け研
究費の取扱いについて
説明会を開催したか。

Ａ 113

　研究倫理教育責任者を中心に、研究
に携わる者（大学院生を含む）に対し
研究倫理の新たな動向を踏まえた倫理
教育を実施し、組織として不正防止対
策を推進する。（再掲）

　研究倫理教育責任者と研究・研
修委員会が協働し研究倫理研修会
を２回（７月、９月）開催し、延
べ79名の教職員が参加した。研修
会の撮影動画の視聴を欠席教員へ
周知を行い、４名が視聴した。
 また、教員・大学院生に対し、
日本学術振興会が提供する研究倫
理eラーニングの受講を勧め、36
名（教員29名、大学院生７名）が
受講した。（再掲）

Ａ

研究倫理教育責任者
を中心に、研究に携わ
る者（大学院生を含
む）に対し研究倫理の
新たな動向を踏まえた
倫理教育を実施し、組
織として不正防止対策
を推進したか。
（再掲）

Ａ 114

ウ　監事による監査のほか、内部監査
を定期的及び随時に実施し、それらの
結果を運営改善に反映させる。

　年１回定期内部監査を実施する。そ
の他、必要に応じて内部監査を行う。

　下期に内部監査を実施し、帳票
等の確認を行った。

Ａ

　年１回定期内部監査
を実施したか。その
他、必要に応じて内部
監査を行ったか。

Ａ 115

３　法令遵守に関する目標を達成するための措置

イ　研究の推進にあたっては、教職員
を対象とした説明会の開催、マニュア
ル等の整備等により、研究費の使用に
関するルールの浸透と遵法精神の涵
養、利益相反の管理や研究倫理の徹底
に取り組むなど、不正防止対策を強化
する。

- 59 -


